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平成１９年度 第２６回あわら市議会 定例会 

 

第 １ 日 
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日程第 ４ 議案第６４号 平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳出決 

算の認定について 

日程第 ５ 議案第６５号 平成１８年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

日程第 ６ 議案第６６号 平成１８年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出 
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◎議長開会宣告 

○議長（山川 豊君） ただ今から、第２６回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 32 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（山川 豊君） 開会にあたり、市長より招集のあいさつがあります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第２６回あわら市議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。 

師走を迎え、何かとあわただしくなってまいりましたが、議員の皆様には、ご健勝

にてお過ごしのこと、心よりお慶び申し上げます。 

さて、去る１０月の臨時議会において、北島副市長の選任同意を頂き、ようやく三

役を固めることができました。また、時を同じくして、２校存続を前提とした財政計

画をお示しし、機会を捉えては、その内容について、ご説明をさせていただいている

ところであります。 

今後は、一日も早く、市民の皆様のご期待に沿えるよう努力をしてまいりたいと考

えておりますので、議員の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

ところで、今年は例年より早い積雪の情報が伝えられております。新潟地方気象台

が１１月２３日に発表した季節予報では、降雪量は平年より少ない確立が４０％とな

っておりますが、状況によっては１年分の雪が１日で降り積もることもあり、油断は

できないところであります。今冬の除雪体制には万全を期してまいりたいと考えてお

ります。 

さて、ご案内のとおり、本定例会におきましては、２１議案の審議をお願いするも

のであります。その内訳につきましては、専決処分の報告に関するもの１議案、補正

予算に関するもの９議案、条例制定及び一部改正に関するもの６議案、一部事務組合

の規約の変更等に関するもの１議案、新市建設計画に関するもの１議案、人事に関す

るもの３議案となっております。 

各議案の内容、提出の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何と

ぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、

招集のご挨拶といたします。 

 

 

◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 
篠﨑 巖君、海老田州夫君は欠席の届出がされております。宮崎 修君は遅刻の届

出が出されております。 
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よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
 
 

◎諸般の報告 

○議長（山川 豊君） 諸般の報告を事務局長より行ないます。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 事務局長。 
〇局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 
１０月１９日招集の第２５回臨時会において議決されました議案につきましては、

１０月１９日付けで市長宛に会議結果の報告を行っております。 
次に本定例会の付議事件は、市長提出議案２１件、議員発議１件であります。 
本定例会の説明出席者は、市長以下１２名であります。 
尚、竹田芦原温泉上水道財産区管理者より、体調不良のため、欠席の届出が出てお

ります。代理として土守次長が出席しております。 
以上でございます。 

○議長（山川 豊君） 報道機関のカメラ、退席して下さい。 
 
 
◎行政報告 

○議長（山川 豊君） 市長の行政報告を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

まず、市長室関係でございますが、秘書広報課所管では、去る１１月３日の土曜日

に、平成１９年度あわら市功労表彰並びに一般表彰式を、教育委員会表彰とともに、

あわら市観光開館において実施いたしております。今年度は、旧両町及び市政に多大

な功績のあった方々として、功労表彰４名、一般表彰１名を表彰させていただきまし

た。 

次に、市長会関係でありますが、１０月１１日、１２日の両日、静岡市におきまし

て、全国の市長、市議会議員約２，１００名が参加し、第６９回全国都市問題会議が

開催されました。今年度は「分権時代の都市とひと 地域力・市民力 」をテーマに、

分権社会における都市自治体において、いかに「地域力」「市民力」を高めながら市

民との協働を進め、また「共助」を拡げていくかという点について、議論を深めまし

た。 

また、北信越市長会の第１５１回総会が、１０月２５日・２６日の両日、七尾市に

おいて開催されました。総会では、「日本海沿岸地域における地震発生予測調査の推

進と被災者生活再建支援制度の拡充に関する特別決議」「医師不足の解消と地域医療
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の充実に関する特別決議」「原子力発電所と周辺地域の安全確保及び原子力行政の信

頼確保に関する特別決議」「北陸新幹線の建設促進に関する決議」「真の地方分権改革

の推進を求める決議」「地方における公共交通網の維持に関する決議」の６件を決議

しております。 

さらに、各県市長会から提出された２５議案を３つの分科会に付託し、審議を行っ

た結果、全議案を採択し、全国市長会に５つの議案として提出することにいたしてお

ります。 

次に、国際交流関係でございますが、９月２３日から２７日にかけまして、私を団

長とする第４次あわら市友好訪中団一行２５名が、中国北京市や紹興市等を訪問いた

しております。今回は、私が市長に就任して初めての訪中でありましたが、紹興市の

幹部の方々とも親しく会談し、来年の友好都市締結２５周年記念式典につきましては

紹興市において開催することを確認いたしました。 

また、北京魯迅博物館では、あわら市が寄贈した藤野厳九郎像の除幕式が、同博物

館前庭で行われ、団員の皆さまと共に出席をいたしております。 

これにより、郷土の先賢である藤野厳九郎先生の銅像が、あわら市、仙台市、北京

市のすべてに建立されたこととなり、これを契機に、藤野厳九郎と魯迅の師弟愛を国

内外に発信し、市民レベルの友好交流をさらに盛んにしてまいりたいと考えておりま

す。 

次に市民福祉部関係でございますが、福祉課所管では、今年度が民生委員・児童委

員の全国一斉改選の時期にあたりますので、あわら市としましても、議会、教育、社

会福祉関係団体の代表者で構成された民生委員推薦会に推薦のご依頼をし、１０月１

０日に開催された民生委員推薦会において推薦のあった６３人の候補者全員を国に

報告したところでございます。このたび全員が国において承認され、明日１２月４日

に厚生労働大臣からの委嘱状の伝達式を行なうところであります。 

次に、健康長寿課所管では、１０月１６日と１７日、トリムパークかなづで健康長

寿祭を開催いたしました。当日は、７５歳以上の市民の皆様１，２６６人をお迎えし、

保育園児の遊戯やプロ歌手による歌謡ショーなどを楽しんでいただきました。 

また、交通安全寸劇アカデミー賞の上位２グループが出演し、高齢者に交通安全の

大切さを訴えました。 

続きまして、経済産業部関係でございますが、観光商工課所管では、昨年１０月４

日に「工場等立地に関する協定書」を締結し、柿原地区で建設を進めて参りました株

式会社モーショントラストの社屋及び工場が完成し、１１月６日に落成式が挙行され

ました。 

同社は、本市における第１号の誘致企業であり、液晶や半導体の製造機械の設計、

製作など付加価値の高い研究開発や生産技術により、国内はもとより海外にも市場を

拡大するなど、成長意欲が高く、独創性にあふれる企業として、将来を有望視されて

おり、本市の産業振興の発展と雇用機会の拡大に寄与するものとして、大きな期待を

寄せているところでございます。 
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次に、土木部関係でございますが、建設課所管では、北陸新幹線の延伸に対する取

り組みから、ご報告させていただきます。 

年末の国の予算編成に向け、与党整備新幹線建設促進プロジェクトチームが開催さ

れたり、年内に政府・与党検討委員会が立ち上げられようとするなど、整備スキーム

の見直しに向けた環境が整いつつあります。 

これらの動きに対応して、政府や関係当局に地元の熱意を伝えることは極めて重要

であります。 

本年度に入り、福井、敦賀に続く建設促進大会として、１０月１３日に、あわら市

と坂井市で構成している北陸新幹線芦原温泉駅建設促進同盟会の主催による「北陸新

幹線建設促進 福井北の玄関口大会」を開催しております。 

この大会名でございますが、新幹線の整備が国益にかなった国家的プロジェクトで

あり、県内への延伸が芦原温泉駅周辺にとどまらず、福井県全体へ利益をもたらすも

のであることから、「福井北の玄関口大会」と銘打ったところであります。 

大会には、国会の諸先生方を始め、知事、経済界、更に沿線の首長・議長の皆様を

来賓にお迎えし、約６００名の参加のもと開催することができ、所期の目的が達成さ

れたものと確信を致しているところでございます。 

次に、先月１１月１７日に、坂ノ下地係において、市道金津三国線の開通式が関係

地区で組織された実行委員会の主催により挙行されました。 

当日は、１１月中旬とは思えないほどの好天に恵まれ、地権者及び来賓の方々約１

００名のご列席をいただきました。 

この程完成いたしましたのは、坂ノ下地係から重義地係に至るまでの延長約１.５

キロメートルの区間で、産業の活性化はもとより、市民生活における利便性の向上、

さらには、地域の発展に大きく寄与するものと期待いたしております。 

この後は、芦原街道を越え坂井市三国町へと延伸できますよう、国や県をはじめ、

えちぜん鉄道など関係者との協議を重ねながら、できるだけ早い時期の全線開通を目

指し、引き続き、努力して参りたいと考えております。 

次に、除雪対策でありますが、去る１２月１日に、来年３月３１日までの間、あわ

ら市道路除雪対策本部を建設課に設置したところであります。 

新潟地方気象台発表の本年１２月からの３ヶ月予報は、平年並の降雪量であるとの

予測でありますが、道路除雪につきましては、市及び民間委託除雪機械により、国・

県道とアクセスする基幹道路を優先に実施し、生活道路及び公共施設等の除排雪に最

善を尽くして参ります。 

また、除雪作業を効率かつ的確に実施するため、県及び隣接市などの関係機関とも

十分に連携を密にしながら対応して参りたいと考えております。 

次に教育委員会関係でございますが、文化学習課所管の金津創作の森では、７月１

４日から９月３０日まで「ハローキティとアート、ファッションの幸福なコラボレー

ション展、キティ・エックス」を開催いたしました。キティ誕生３０周年を記念し、

国内外で活躍中のアーティストによるキティをモチーフにした作品４０組を展示し、
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過去最高の１万４,３２７人の入場者がありました。グッズ売上げも４６０万円とな

っております。 

続いて、１０月６日、７日には「第１０回クラフトマーケット」を開催し、審査で

選ばれた工芸作家の８０店と、食の１５店が出店いたしました。７,４９９人の入場

者があり、シャトルバス３台を運行して対応いたしました。これは、プレオープン以

来の継続事業となっております。 

それから、１１月１０日、１１日には、「環境芸術学会第８回大会」が開催されて

おります。 

同学会は、彫刻、建築、都市計画など環境芸術作家や研究者など約２５０名からな

り、環境芸術の普及・発展を目指して活動を続けている団体であります。 

本大会は「森の力、芸術の力、人・まち・アート」というテーマで、森のある地域

の価値を考えようと、シンポジウムでは「英国における地域＆アートのコラボレーシ

ョン」と題し、ヨークシャー彫刻公園ピーター・マレー氏の講演で先進事例が紹介さ

れました。 

本大会誘致によって旅館やタクシー、飲食店の利用があり、マスコミ報道によるイ

メージアップと合わせ、会員による全国への口コミによる経済効果を期待したいと思

います。 

なお、１１月１０日、同大会に合わせて開館１０周年記念プレ企画「あわら市・環

境アートコンペ」最終審査を実施しております。１次審査の入賞者７名がプレゼンを

行ない、福井大学の薬袋先生ら５名の専門家による審査の結果、東京都の田原唯之さ

んの作品「呼吸」を選出、来年のアートドキュメント２００８「森と街の交差点」で、

市内の空き地で制作、展示していただくことになりました。 

また、１０月２１日から１１月２５日まで、「空間に生きる－日本のパブリックア

ート展」を開催いたしました。本展では、戦後日本の優れたパブリックアートを、模

型や映像、写真を使った斬新な展示で約８０点を紹介いたしました。 

なお、開館１０周年プレ企画「環境芸術祭 in あわら」は、本展を最後に終了いた

しました。 

以上で行政報告を終ります 

 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１６番、穴田満雄君、

２０番、東川継央君の両名を指名します。 

 

 

◎会期の決定 

○議長（山川 豊君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 



 

 9 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１２月２１日までの１９日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 
したがって、本定例会の会期は本日より１２月２１日までの１９日間と決定しまし

た。 
なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

 

 

◎議案第６３号から議案第７２号の委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第３、議案第６３号、平成１８年度あわら市一般会計歳入

歳出決算の認定について、日程第４、議案第６４号、平成１８年度あわら市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第６５号、平成１８年度

あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議案第６６号、

平成１８年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第

７、議案第６７号、平成１８年度あわら市公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第８、議案第６８号、平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、日程第９、議案第６９号、平成１８年度あわら市モー

ターボート競走特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１０、議案第７０号、

平成１８年度あわら市水道事業会計決算の認定について、日程第１１、議案第７１号、

平成１８年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定について、日程第１２、議案第

７２号、平成１８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定について。 

以上の議案１０件を一括議題とします。 

○議長（山川 豊君） これらの議案につきましては、決算審査特別委員会に付託し、

審査願っておりますので、委員長よりその審査結果の報告を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 決算審査特別委員長、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 議長のご指名がありましたので、決算審査特別委員会のご報告

をいたします。 

去る、９月開催の第２４回あわら市議会定例会において、当委員会に付託されまし

た議案第６３号、平成１８年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定についてをはじ

めとする、議案第６３号から議案第７２号までの１０議案について、去る１０月３日

から１１月２１日までの間、７日間にわたり審査をいたしましたので、その経過と結

果についてご報告申し上げます。 

ご承知のとおり、決算の認定は、地方自治法に規定する議会の権限のうち、極めて

重要な議決事項の一つとして定められております。 

決算は、重要な経営成績の表れであり、予算が如何に執行されているかを監視し、
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「その行政効果が本来の目的に適合しているか」、「住民負担とその使途が適正かつ効

率的に行われているか」等に重点をおき、主要事業の成果の確認と併せその処理及び

対応について、審査してまいりました。 

特に、今回は、合併３年目の決算であることから、それぞれの会計における歳入歳

出の内容及びその執行状況を踏まえ、これらが本市の今後の市政運営と長期的な財政

計画にどのように結びつくかを主眼として審査したところであります。 

決算書における計数的な内容につきましては、先の議会において、監査委員から専

門的な立場での意見書が提出されておりますので、総括的な事項について申し上げま

す。 

先ず、一般会計について申し上げますと、歳入決算の総額は、１２１億６，００８

万９千円、歳出決算の総額は、１１８億７，２０４万５千円となり、形式収支は２億

８，８０４万４千円となっております。 

以下、歳入歳出決算の主な内容について申し上げます。 

先ず、目的別歳入決算のうち市税は、４３億６，１５６万９千円で、法人市民税の

増などにより対前年比３．３％増となっており、地方譲与税は、税源移譲に伴い対前

年比４４．２％増となる４億１，１４２万９千円、地方交付税は、交付税算定に平成

１７年国勢調査人口が使用され、平成１２年国勢調査人口に比べ１，０９７人減少し

ていることなどに伴い、対前年比６．７％減となる３０億４，１４２万円、国庫支出

金は、合併市町村補助金の減などにより、対前年比６．４％減となる７億９６６万５

千円、市債は合併特例事業の減などにより、対前年比２９．２％減となる１１億３，

４９０万円となっております。 

地方分権改革推進法が施行されたことに伴い、国と地方の役割分担の抜本的な見直

し、国の地方に対する関与の廃止縮小、これらの見直しに応じた国庫補助負担金、地

方交付税、国と地方の税源配分のあり方の見直しが進められ、住民に身近な行政はで

きる限り地方公共団体にゆだねることを基本としており、今後、益々地方自治体の責

任は重大となるので、更なる事務事業の簡素で効率的な執行を望むものであります。 

特に、自主財源の基幹である市税の収入未済額は、７億８，０６６万９千円となっ

ており、今後ともその累積滞納額の増加が懸念されることから、負担の公平の確保の

観点からも、コンビニ収納や強制執行等も考慮しながら、税以外も含めた総合的な徴

収組織を設置するなど、収納体制の更なる強化を関係者一丸となった取り組みを望む

ものであります。 

次に、歳出決算について申し上げます。 

目的別決算のうち、まず、議会費でありますが、１億７，６１３万７千円で、報酬

改定に伴い、１３．９％の増となっております。早期の議事録作成が必要であるため、

議事録調整業務の委託や他市では既に導入されている議事録検索システムを早急に

導入すべきとの意見が出されております。また、経費節減の一貫として、議長車を廃

止すべきとの意見も出されております。 

次に、総務費は１３億７，４２８万５千円で、庁舎統合事業に１億６，１８８万８
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千円を執行したほか、藤野厳九郎と魯迅との惜別百年記念事業等を行ったものであり

ます。 

審査の過程で、政策評価システムの十分なる活用、アナログ放送が終了されること

を踏まえ、ケーブルテレビの少チャンネル・低料金化など利用料金値下げを考慮した

加入率向上促進や行政チャンネルの充実、友好訪中団派遣事業の毎年実施の検討、管

財関係では、芦原庁舎の有効利用の早期決定、入札の適正な執行、工事検査等の強化、

賃貸借契約の単価見直し、また、コミュニティバスの利用者増加対策の十分なる検討、

防犯隊など各種委員の対価に見合う適正な報酬の見直し、さらには、職員管理におい

ては、長期休暇者の対応策、臨時職員の長期雇用と正職員の配置関係など適正な人事

管理に十分配慮されたいとの意見が出されております。 

次に、民生費は、３０億６，９０４万６千円で、前年対比１．７％の増となってお

りますが、生活保護費、児童手当、医療費助成、保育所・幼児園関連の運営費が主な

事業であります。 

審査の過程で、特に児童福祉関係において、地域の実態を十分に把握し、放課後児

童クラブの充実、幼保一元化における幼児園と保育所・幼稚園のあり方と今後の方向

性、今後の保育所の民営化の方向性、健康長寿祭の実施方法などに論議の集中したと

ころであります。 

次に、衛生費は、１０億３，０２７万円で、三国あわら斎苑組合葬祭場改築事業の

終了により、対前年度比３３．８％の大幅な減となっております。 

審査の過程で、ケーブルテレビを利用した生活習慣病予防など健康づくり対策の実

施、住民健診の受診率向上対策のほか、マイバックの普及など、ごみの減量化対策や

市内における各種事業所や産業廃棄物処理施設等の公害調査や監視体制の強化など

の意見が出されております。 

労働費は、対前年比２．７％の減となる８，７０３万円となるもので、市民生活安

定資金及び県労働者信用基金協会預託金などが主なものであります。 

次に、農林水産業費につきましたは、対前年比０．７％増となる７億９，９６５万

４千円となるもので、生産調整奨励事業など農業振興に係る各種補助事業のほか、土

地改良事業償還補助、基幹林道剱ヶ岳線整備負担金などが主な事業であります。 

審査の過程で、遊休地対策を含めた丘陵地の営農対策や担い手育成・確保対策、有

害鳥獣対策や松くい虫被害対策などの積極的対応、さらには、老朽化している排水機

場の改修計画を早急に立てるべきとの意見が出されております。 

次に、商工費は、３億４，５８９万５千円で、芦原観光会館改修事業、歓迎アーチ

等設置工事などの減により、対前年比２８．４％の大幅な減となっております。主な

経費としては、市商工会活動事業など各種補助事業のほか、セントピアあわら他観光

施設の運営に要する経費が主なものとなっています。 

審査の過程で、近年の観光入り込み客数の減少に鑑み、観光行政と観光協会との関

係において、行政の責任分野あるいは役割分担の明確化を図りながら、観光宣伝等各

種事業のあり方を十分考慮し、これらへの総合的な取り組みに一層の努力を望むとの
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意見のほか、各種イベント事業に対する補助や委託のあり方についても効果が出るよ

う再検討すべきとの意見が出されております。 

土木費は、１８億６，９００万５千円となっており、都市計画道路金津・三国線の

他、市道滝・高塚線など道路新設改良事業に要する経費のほか宮谷川河川改修事業な

どが主なものとなっております。 

審査の過程で、地区要望の殆どを占める道路などインフラ整備に係る予算確保、除

雪対策の万全な体制確保、都市公園の計画的な遊具整備や管理の適正化、さらには、

市営住宅使用料の収納対策には、特段の配慮が必要との意見が出されております。 

消防費は、嶺北消防組合負担金など５億２，７５９万円であります。 

次に、教育費は、１２億４，４１０万５千円で、小学校１０校、中学校２校、幼稚

園 5園に係る運営管理及び教育振興の経費のほか、社会教育・保健体育に係る経費が

主なものであります。 

審査の過程で、いじめや不登校児童の対策など教育体制の充実、統一された物品購

入に伴う保護者負担の軽減、幼稚園における預かり保育の在り方についてなどを十分

に検討されたいとの意見が出されております。 

また、観月の夕べのエントリー方法など今後の運営方法、市民体育祭の実施方法や

トリムパークかなづにおける管理体制など十分検討すべきとの意見や金津創作の森

財団に関しては、貸付金回収の更なる努力や独立採算の原則に立った管理運営はもと

より、入居作家の市文化祭出展など市民と連携した身近な施設となるよう、その運営

に一層の努力をされたしとの意見が出されております。 

各施設において、法定点検以外の点検については、独自でできるのではないかとの

指摘もありました。 

次に、災害復旧費は、梅雨豪雨に伴う農林施設及び土木施設災害復旧費で２，６５

９万２千円であります。 

公債費は、元金償還の増により、前年比２．４％増となる１３億１，６０８万２千

円であります。実質公債費比率１６．８％は対前年度比０．８ポイント低下している

ものの、今後、まちづくりに要する各種施策の推進などにその増加が想定されること

から、地方債計画の策定や適債事業の厳選など効率的な財政運営を望むものでありま

す。 

また、諸支出金は６３５万４千円と前年に比べ大幅に減少しておりますが、これは、

南部土地区画整理基金積み立ての減によるものであります。 

以上、歳入歳出の主なるものを申し上げましたが、合併３年目のこともあり事務事

業の選択など、現下の財政状況に配慮した取り組みが見受けられるところであります。

しかしながら、今後の市政運営に多くの懸案事項を抱えておりますので、なお一層の

努力を望むものであります。 

次に各特別会計について申し上げます。 

先ず、国民健康保険特別会計決算につきましては、歳入決算額２７億８，６７１万

９千円、歳出決算額２７億３，２５７万９千円で、形式収支は５，４１４万円となっ
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ております。歳入では、国民健康保険税８億６，５３９万７千円、国庫支出金７億３，

９１７万９千円､療養給付費交付金７億３，７８９万８千円が主なものでありますが、

国民健康保険税の収入未済額は２億４，８４８万８千円となっており、その収納率は

７７．３％であります。現下の厳しい状況の中であるが、これら滞納の要因を十分精

査するなど収納対策の強化、保険税の応能、応益割の賦課割合を見直しすべきとの意

見が出されております。 

一方、歳出の主なものは、保険給付費１８億６，６３４万９千円、老人保健拠出金

５億７１８万８千円、介護納付金１億５，１７２万７千円となっております。特に、

保険給付費の療養給付費では、前年度比６．３％の増となっており、中でも退職者医

療費の増加が目立つことから、今後とも健康づくり事業やドック健診の拡充など医療

費抑制に向けた取り組みを望むものであります。 

次に、老人保健特別会計決算につきましては、歳入決算額は、支払基金交付金１９

億２３７万８千円、国・県支出金１３億１，７１９万３千円などで、３４億９，４９

３万１千円となっており、歳出決算額は、３５億３７９万９千円で、医療諸費は３４

億５，５９７万２千円と国庫負担金が医療費の確定を待って翌年度精算となるため、

平成１９年度会計から、翌年度繰り上げ充当金として４，７８２万７千円となってお

ります。 

医療諸費は、前年度比９６．４％となっているものの、一人あたり年間医療費は１．

９％増の８６１，５６８円となっております。医療費の増加は恒常的な傾向にあるた

め、適正受診の推進など、極めて細かい保健指導に不断の努力を望むものであります。 

次に、金津雲雀ヶ丘寮特別会計決算につきましては、歳入決算額４億１，８９６万

１千円、歳出決算額３億８，６２０万６千円で、形式収支は３，２７５万５千円で、

基金現在高も３億２，９４７万５千円となっておりますが、今後の要介護老人の増加

等を見据え、介護老人福祉施設の４０名増の８０人定員となるが、施設整備後の適正

な職員の管理など十分なる検討を望むものであります。 

次に、公共下水道特別会計決算につきましては、歳入決算額２１億１，９９２万５

千円、歳出決算額１８億１１０万９千円で、形式収支は３億１，８８１万６千円とな

っております。これは、平成１９年度から地方公営企業法の財務規定を適用すること

に伴い、平成１９年３月３１日で打ち切り決算としていることによるものであり、平

成１８年度に発生した債権又は債務に係る未収金４，２７３万９千円、未払金３億４，

３２９万２千円を平成１９年度の決算として整理するものであります。歳入決算のう

ち、分担金及び負担金において１，２９６万８千円、使用料において１億５，６１５

万３千円がそれぞれ収入未済額となっております。受益者負担の原則、公平・公正性

の確保の観点から、全庁体制でこれらの徹底した収納対策に万全の対応を執られるよ

う強い意見が出されております。 

また、本年度は国庫補助事業６億円、市単独事業１億２，０００万円で事業を実施

し、整備面積１，３５２ヘクタールに対して、年度末の整備面積は９１０ヘクタール、

整備率は６７．３％となっており、一方、供用区域内の世帯数８，２１０世帯に対し
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下水接続世帯は７，１０７世帯となり接続率は８６．６％でありますが、投資効果の

観点から、未接続世帯への接続の推進、不明水対策、さらには、未整備区域の整備促

進など強力に取り組むべきとの意見が出されております。 

次に、農業集落排水事業特別会計決算につきましては、歳入決算額７，０９９万２

千円、歳出決算額６，９５６万２千円で、形式収支は１４３万円であります。審査の

過程で、使用料体系において、公共下水道との差異について解消すべきとの意見が出

されております。 

次に、モーターボート競走特別会計決算につきましては、歳入決算額２３億７，７

３０万円､歳出決算額２３億７，７４２万１千円で、形式収支は８７万９千円となっ

ております。売上金額並びに入場人員の減少は、全国的な傾向であり、特にあわら市

営分は一日当たりの売上金額は９，４９４万１千円、対前年度比０．８％、入場人員

で２，５９２人、対前年度費４．８％と、いずれも前年度を上回っておりますが、開

催曜日によって売上げが大きく左右されるため、減少傾向に歯止めがかかったとはい

えないと思われます。今後とも、経費節減や従業員の削減など経営健全化対策を強力

に推進するとともに、長期的視点における競艇事業のあり方について十分なる検討を

望むものであります。 

次に、企業会計について申し上げます。 

先ず、水道事業会計決算につきましては、当年度の有収水量は、前年度比０．６％

増となる３８４万６，０３３立方メートルで、有収率は前年度を０．３ポイント上回

る８６％であります。経営状況では、収益的収支決算において、総収益８億８，４４

８万７千円、総費用は８億６，９３７万２千円となり、差し引き１，５１１万５千円

の純利益となっているが、一般会計から高料金対策補助２億９００万円を繰り入れる

一方、有形固定資産減価償却費、企業債利子及び県受水費など固定的費用が総費用の

大部分を占めていることから、経営は極めて厳しい状況となっております。 

特に、漏水対策などによる有収水率の向上や各種経費の節減を図りながら、供給単

価と給水原価の格差是正に努力するなど、安易に一般会計に依存することなく、事業

運営に一層の努力を望むものであります。 

次に、工業用水道事業会計決算につきましては、年間給水量において、前年度比 5

５．２％減となる４３万１，８２２立方メートルで、総収益１，０２２万２千円に対

し、総費用は８７４万１千円となり、当年度は１４８万１千円の純利益となっており

ます。 

審査の過程で、企業に対して供給義務がある中、ポンプが故障した場合、万全な対

応策を講ずるよう意見が出されております。 

次に、芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算につきましては、年間給水量におい

て前年度比７．２％減となる、１６２万５，２０２立方メートルで、有収率は９６．

１２％であります。収益的収支決算において、給水量等の減により総収益１億５，９

５３万４千円で、６．６％の減、総費用は１億６，６５０万１千円で１．６％の増と

なり、差し引き６９６万７千円の純損失となっております。審査の過程で財産区の歴
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史的背景など特殊性は理解するものの、市水道事業との均衡、下水道使用料の関係な

ど大きな課題を抱えていることを認識され、これが対応に関係者の一層の努力を望む

ものであります。 

以上、特別会計、企業会計を述べましたが、特に、徹底した経営の合理化に取り組

んでいただく事や、独立採算の堅持や健全経営の確保に最大限の努力を望むものであ

ります。 

以上、審査の経過と結果の概要について申し上げましたが、各所管の審査において

は、財政的見地はもちろん、事務事業の執行方策等について、多くの指摘、要望等を

行っております。特に、今後は予算の編成、執行に当たっては、市民のニーズを的確

に把握し、優先順位付けによる事業の取捨選択、更には創意と工夫により、一層の効

率化と徹底した節減、合理化に、職員一丸となった取り組みを望むものであります。 

最後に各部所における収入未済額が非常に多額になってきております。市税で７億

８千万円、国民健康保健税で２億４，８００万円、下水道で１億７千万円、その他市

営住宅等の家賃の滞納等、総計で１２億円強の滞納があり、今後も累積滞納の増加が

懸念される事から、横断的な組織を構築し、収納対策の強化に当たるよう、強く望む

ところであります。 

なお、審査の結果につきましては、議案第６３号、平成１８年度あわら市一般会計

歳入歳出決算の認定については、賛成多数で認定すべきものと決しました。 

また、議案第６４号、平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定についてをはじめ、議案第６５号、議案第６６号、議案第６７号､議案第６８号､

議案第６９号､議案第７０号､議案第７１号及び議案第７２号の９件については、いず

れも全会一致で認定すべきものと決した次第であります。 

以上、決算審査特別委員会の審査結果を申し上げ、報告といたします 

○議長（山川 豊君） これより、決算審査特別委員長の報告に対する総括質疑を許し

ます。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これから、日程第３から日程第１２までの討論、採決に入りま

す。 

○議長（山川 豊君） 議案第６３号、平成１８年度あわら市一般会計歳入歳出決算の

認定について討論ありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ６番、山川知一郎君。 

○６番（山川知一郎君） ただ今の議案第６３号、一般会計の決算の認定に反対する立

場で討論を行ないたいと思います。 

第一は総務一般管理費の中に自衛隊募集事務等委託料として５万６千円が支出さ

れております。このうち３万９千円は国から交付金として入るので、市の実質収支は
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１万７千円とわずかでありますが、これは金額の問題ではないと考えます。 

現憲法９条に照らせば、自衛隊は明らかに違憲の存在であります。にもかかわらず、

政府は長年、国家には自衛権があり、自衛隊は専守防衛に徹するもので、違憲ではな

いと強弁してまいりました。 

しかし近年は、この論理をも踏みにじり、テロ撲滅の為には日本も協力する事が必

要として、アメリカのイラク戦争を支援する為に、自衛隊をイラクに派遣するなど、

憲法９条を形骸化する動きをエスカレートさせ、会見も公然と主張するに至っており

ます。 

国際紛争解決を武力に訴えるのは誤りであり、益々テロを拡大するだけであります。

今日、テロ勢力は世界６０ヶ国に広がっていると言われております。 

アメリカの言いなりに自衛隊を海外に派遣することは、日本がテロ攻撃を受ける危

険が増大するわけであります。 

政府は世界の誇るべき憲法９条をしっかりと守り、国際社会に対して紛争は話し合

いで解決するよう訴えるべきであります。 

地方自治体も市民の平和と安全を守る立場から、このような違憲の自衛隊募集を止

めるよう、国に意見を提出すると共に、募集業務を止めるべきであると考えます。 

第二は、土木費道路橋梁費の中に、金津三国線建設工事費 2億 9,650 万 5,563 円が

支出されております。以前から申し上げておりますが、この道路は必要性と市の財政

事情を考えて場合、今、どうしても建設しなければならないものではないと考えます。

将来的に三国まで延長できるとの見通しも現在のところは立っておりません。 

第三は、北陸新幹線建設促進関係で、中央要請に４１万８，７４０円、同盟会等の

負担金が６４万円、駅周辺整備にかかる業務委託料に１，２３０万４,９５０円の計

１,３３６万３,６９０円支出されております。 

これも前から申し上げておりますが、新幹線建設に必ずしも反対ではありませんが、

本当にメリットがあるのか、日常の通勤通学の足は守れるのか、負担が増える事は無

いのか等々、問題点はたくさんあり、厳しい財政事情を考えた場合、多額の負担をし

てまで建設する必要はないと考えます。 

以上、反対の討論といたします。 

○議長（山川 豊君） 他に討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第６３号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立多数です。 

したがって、議案第６３号、平成１８年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定することに決定いたしました。 
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○議長（山川 豊君） 議案第６４号、平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第６４号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第６４号、平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 

 

 

○議長（山川 豊君） 議案第６５号、平成１８年度あわら市老人保健特別会計歳入歳

出決算の認定について討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第６５号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第６５号、平成１８年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算

の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 

 

 

○議長（山川 豊君） 議案第６６号、平成１８年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計

歳入歳出決算の認定について討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第６６号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第６６号、平成１８年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 
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○議長（山川 豊君） 議案第６７号、平成１８年度あわら市公共下水道特別会計歳入

歳出決算の認定について討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第６７号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第６７号、平成１８年度あわら市公共下水道特別会計歳入歳出決

算の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 

 

 

○議長（山川 豊君） 議案第６８号、平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算の認定について討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第６８号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第６８号、平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 

 

 

○議長（山川 豊君） 議案第６９号、平成１８年度あわら市モーターボート競走特別

会計歳入歳出決算の認定について討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） これで討論を終ります。 

○議長（山川 豊君） 議案第６９号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第６９号、平成１８年度あわら市モーターボート競走特別会計歳

入歳出決算の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 
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○議長（山川 豊君） 議案第７０号、平成１８年度あわら市水道事業会計決算の認定

について討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第７０号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第７０号、平成１８年度あわら市水道事業会計決算の認定につい

ては、原案のとおり認定することに決定しました。 

 

 

○議長（山川 豊君） 議案第７１号、平成１８年度あわら市工業用水道事業会計決算

の認定について討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第７１号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第７１号、平成１８年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定

については、原案のとおり認定することに決定しました。 

 

 

○議長（山川 豊君） 議案第７２号、平成１８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会

計決算の認定について討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議案第７２号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第７２号、平成１８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算

の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします、４５分から開会をいたします。 
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（午前 10時 35 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（午前 10時 46 分） 

 

◎議案第８１号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 
○議長（山川 豊君） 日程第１３、議案第８１号、専決処分の報告について（損害賠

償の額を定めることについて）を議題とします。 
○議長（山川 豊君）議案 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第８１号、専決処分の承認を求

めることについての提案理由の説明を申し上げます。 
議案第８１号につきましては、市の管理する施設において、施設利用者が運転する

自家用車が損傷したため損害賠償の額を定めたものであります。 
この事故は、平成１９年１０月１３日、トリムパークかなづ構内を施設利用者が自

家用車で走行中に、グレーチングが歪んでいたため、当該車両のガソリンタンクに接

触し、損傷させたものであり、損害賠償の額を定めることについて、本年１１月８日

付けで専決処分を行ったものであります。 
この専決処分につきましては、地方自治法第１８０条第１項に規定する議会の委任

による専決処分でありますので、同条第２項の規定により、報告するものであります。 
○議長（山川 豊君） 議案第８１号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

ることについて）は、以上をもって終結いたします。 
 

 

◎議案第８２号から議案第９０号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 議長 日程第１４、議案第８２号、平成１９年度あわら市一般

会計補正予算（第４号）、日程第１５、議案第８３号、平成１９年度あわら市国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）、日程第１６、議案第８４号、平成１９年度あわ

ら市金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算（第２号）、日程第１７、議案第８５号、平成

１９年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、日程第１８、議案

第８６号、平成１９年度あわら市モーターボート競走特別会計補正予算（第１号）、

日程第１９、議案第８７号、平成１９年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第

１号）、日程第２０、議案第８８号、平成１９年度あわら市水道事業会計補正予算（第

２号）、日程第２１、議案第８９号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計補正

予算（第１号）、日程第２２、議案第９０号、平成１９年度芦原温泉上水道財産区水

道事業会計補正予算（第１号）。 
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以上の議案９件を一括議題とします。 
○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第８２号、平成１９年度あわら市

一般会計補正予算（第４号）から議案第９０号、平成１９年度芦原温泉上水道財産区

水道事業会計補正予算（第１号）までの９議案について、内容の説明を申し上げます。 

議案第８２号の一般会計補正予算（第４号）につきましては、３億３５５万１千円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１７億９，６３１万７千円とするもので

あります。 

歳出の主なものについてご説明いたします。 

各予算費目に給料、職員手当等及び共済費の増減分が計上されておりますが、これ

らは人事異動等に伴う人件費の所要の調整を行ったほか、平成１９年度人事院勧告及

び福井県人事委員会勧告に基づく給与費の改定分を計上したものであります。以下こ

れらの説明につきましては、省略させていただきますので、あらかじめご了承をお願

いいたします。 

まず、総務費でございますが、一般管理費では、早期退職者の増加等に伴う追加分

として、退職手当組合負担金２，６４７万円を計上しております。 

農業委員会委員選挙費では、無投票になったことから、２７６万２千円を減額して

おります。 

次に民生費でございますが、障害者福祉費では、重度障害者（児）医療費助成費１，

５００万円を追加計上の他、障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金４６４万５千

円などを計上しております。 

生活保護扶助費では、昨年度の生活保護費の確定に伴う国庫負担金返還金５４０万

２千円を計上の他、本年度の生活保護対象者の増、特に医療費扶助の増により生活保

護費４，４０３万円を追加計上しております。 

次に農林水産業費でございますが、農業振興費では、農地集積実践事業補助金６，

１２７万４千円、直播による稲作経営規模拡大事業補助金２５１万円、新規就農サポ

ート事業補助金１１６万４千円を追加計上しております。 

林業振興費では、事業費の確定に伴い森林整備地域活動支援交付金事業補助金１，

０３１万４千円を減額するほか、里山エリア再生交付金事業補助金２７０万１千円を

追加計上しております。 

次に商工費でございますが、商工振興費では利用者の増に伴い、中小企業設備及び

運転資金利子補給金１６２万６千円を計上しております。 

次に土木費でございますが、住宅管理費では、公営住宅ストック改善事業費におい

て、実施時期の見直しに伴い委託料で総額３９８万８千円、工事請負費で１，００９

万８千円を減額するほか、歳入の確定に伴う財源振り替えを行っております。 

次に消防費でございますが、常備消防費では、休日勤務手当ての過不足や退職手当
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負担金の追加などに伴う嶺北消防組合負担金３０４万７千円を追加計上しておりま

す。 

最後に教育費でございますが、小学校費の学校管理費で、修繕料１７０万円を追加

計上したほか、各小学校の耐震改修工事費１億８，６６３万３千円を計上しておりま

す。 

また、中学校の学校建設費では、当初予算で計上いたしておりました統合中学校建

設にかかる経費６３０万１千円を減額しております。 

一方、歳入につきましては、小学校及び幼稚園の耐震改修事業にかかるものとして、

市債１億１，２５０万円、国庫補助金７，７４４万５千円を計上したほか、生活保護

費にかかる国庫負担金３，３０２万２千円、農地集積実践事業にかかる県補助金６，

１２７万４千円、前年度繰越金２，８８８万２千円などを追加補正しております。 

議案第８３号の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、２７７

万９千円の追加補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２９億３，８１８万７

千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、歳出において、総務費の一般管理費で、人事異動や給

与改定等に伴う人件費の所要の補正措置を行ったほか、国の制度改正に伴う国保情報

データベース導入にかかる経費１６８万円を追加計上したものであり、これに伴う歳

入としては、一般会計繰入金１０９万９千円、繰越金１６８万円を追加計上しており

ます。 

議案第８４号の金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算（第２号）につきましては、４，

６２５万円の追加補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３億３，９２５万

円とするものであります。 

補正の内容につきましては、歳出において各事業費目にわたって、人事異動や給与

改定等に伴う人件費の所要の補正措置を行ったほか、指定介護老人福祉施設費で、事

業用備品購入費４，１００万円などを計上したものであり、歳入といたしましては雲

雀ヶ丘寮基金繰入金４，２０８万８千円などを計上しております。 

議案第８５号の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、５

万５千円の追加補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６，８０５万５千円と

するものであります。 

補正の内容につきましては、歳出において総務費の一般管理費で、給与改定等に伴

う人件費の所要の補正措置を行ったものであります。これに伴い、歳入につきまして

は、一般会計繰入金を増額しております。 

議案第８６号のモーターボート競走特別会計補正予算（第１号）につきましては、

２０５万円の追加補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２６億９，５０５万

円とするものであります。 

補正の内容につきましては、歳出において競艇事業費の一般管理費で、人事異動の

ほか給与改定等に伴う人件費の所要の補正措置を行った他、施設改善負担金１０万７

千円を計上したものであります。 
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これに伴い、歳入につきましては、競艇基金繰入金１２０万円の他、前年度繰越金

８５万円を追加計上しております。 

議案第８７号の公共下水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的支

出の営業費用において、人事異動や給与改定等に伴う人件費５６万４千円を減額した

ほか、前納報奨金６１万円、水洗便所改造奨励金５０万円を計上しており、収益的収

入においては下水道使用料５４万６千円を追加計上したものであります。 

一方、資本的支出の事務費では人事異動や給与改定等に伴う人件費１３４万４千円

を計上し、資本的収入においては、受益者分担金２５０万円を計上するとともに資本

的収入不足補てん金を減額し、収支の調整を図っております。 

議案第８８号の水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益的支出の営

業費用において、人事異動等に伴う人件費４０２万３千円を減額しております。 

一方、資本的支出では、給与改定等に伴う人件費８千円を計上しており、資本的収

入においては他会計工事負担金３７０万円を計上するとともに、資本的収入不足補て

ん金を減額し、収支の調整を図っております。 

議案第８９号の工業用水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的支

出の営業費用において、給与改定等に伴う人件費６万６千円を増額したものでありま

す。 

議案第９０号の芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第１号）につきまし

ては、収益的収入の営業収益におきまして、使用水量の落ち込みに伴い、水道料金収

入１，２１４万４千円を減額しておりますほか、収益的支出の営業外費用では、消費

税及び地方消費税５３万７千円を、営業費用で原水及び浄水費５１万２千円を減額し、

受託工事費で２０万６千円を追加計上しております。 

また、資本的収入の工事負担金において、給水申込加入金３６万８千円を計上いた

したほか、資本的支出では事務費８千円を追加しております。 

以上、９議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 議案第８２号、一般会計について伺いたいと思いますが、こ

の中に生活保護費の追加、４,４０３万円が追加となっておりますが、今年４月から

１０月までのですね、生活保護の相談、それから申請、支給決定の件数、そしてこれ

は前年と比べてどうなのかということを、まずちょっと伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民福祉部長、毛利純雄君。 

○市民福祉部長（毛利純雄君） ただ今の山川議員のご質問にお答えいたしいと思いま

す。 
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まず、４月から１０月までの相談並びに申請、支給決定の件数ということでござい

ますが、相談件数につきましては６１件ございます。また、その内、申請件数は１６

件、またその中で支給決定されました件数が１４件という状況でございます。 

すみません、大変失礼しました、前年につきましては相談件数が４２件、申請件数

が１２件、それから支給決定件数が９件というような状況でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 昨年からかなり件数が増えているということですが、この支

給の内容はですね、いろいろあると思いますが、この支給の内容別の件数とそれから

相談には来たけれども、申請はその内少ないと、更に申請しても支給にならないとい

う者がありますが、それらの理由について伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民福祉部長、毛利純雄君。 

○市民福祉部長（毛利純雄君） 支給の内容別件数につきましては、１４件の内訳でご

ざいますが、世帯主及び世帯員の疾病と病気による件数が８件ございます。それから

貯金等の減少とか喪失、あるいは要介護状態、あるいは勤務先の都合、失業等による

もの、それから老齢による収入の減少と、それから単なる収入の減少、その他、これ

は特にＤＶ被害とかいろいろある訳なんですが、それらがそれぞれ１件ということで

合わせまして１４件あるような状況でございます。 

それから支給の理由ということでございますが、申請件数１６件の内２件不支給に

したということでございますが、これらにつきましては申請者の収入の充当額が、収

入といいますと預貯金とか、あるいは扶養者の援助等でございますが、この２件とも

生活保護で決められております最低生活費を超えていたために、判定の結果、却下と

いう形になった訳でございます。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 全国的にはですね、生活保護の申請を過度に抑制をするとい

う事態がたくさん起こっているということが問題になっております。 

基本的には、相談に来てですね、内容を説明すれば申請は相談に来た方の権利とい

いますか、私も今までに窓口で相談に伺ったこともありますが、すぐに申請を認めな

いと。 

いろいろ申請書を出すまでに実質的にはですね、調査をしてから申請を出させると

か、そういうような例があちこちであるというようにいわれておりますが、私は基本

的には申請はすぐに認めるべきだと。 

先日、県にも確認をいたしましたが、県の方でも窓口で申請はただちに認めるべき

だと、それがその後ですね、支給するかどうかは調査をして決めるべきだと思います

が、往々にして申請書を出すまでにですね、いろいろ調査をして実質申請を抑制する
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ような動きがあるというようにいわれておりますが、そういう事は無いのかどうかを

ちょっと伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民福祉部長、毛利純雄君。 

○市民福祉部長（毛利純雄君） ただ今の山川議員のご質問でございますが、当あわら

市は福祉課の方で生活保護の申請を受け付けておる訳でございます。 

本人が申請をされたいという事であれば、先ほど、山川議員いわれましたように事

前に調査するとか、そういう事はいたしておりません。 

本人の申請があれば、すぐに申請書を受理させていただきまして、その後にその申

請内容についていろいろ生活状況の調査とか、また身体障害者とか、あるいは知的と

かいろんなそちらの方で救済される制度もございますので、それら等を調査しながら、

認定するというような状況を取っておる訳でございます。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総括質疑は３回になっておりますので、同一議題について、今、

上程議題は９件が同一議題と、どうでもならば議長職権で１回だけは許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 職権で１回だけ許可します、山川知一郎君。 

○議長（山川 豊君） すみません、もうひとつの問題でこの中に直播による稲作経営

規模拡大事業補助金２５１万円がありますが、この直播のですね、これから更に拡大

をしていくという事で、従来の今までのですね、苗を移植するという方法に比べて、

収量とかコストとかですね、技術的な点でどのような問題があるのか、ずっと拡大し

ていく見通しがあるのかどうか、ちょっと伺いたいと思います。 

よろしくお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 経済産業部長、出店 学君。 

○経済産業部長（出店 学君） 山川議員のご質問の稲作直播、いわゆる直播について

の収量、コスト、技術的な問題点についてもお答えをさせていただきます。 

まずこれまでの取り組み状況について申し上げますと、福井県の方では平成１３年

度から直播技術が概ね確立されたという事から、集落営農とか規模拡大を行なうと共

に、認定農業者を中心に推進を図ってきたとされております。 

その主な理由は、まず品質が向上する事、それからコストの軽減が図られる事、そ

れから３つ目でございますが、いわゆる田植え作業とか、刈り取り作業の始期のいわ

ゆる平準化が図られるというような事で取り組んできたというように聞き及んでお

ります。 

次に収量についてでございますが、最初の頃、１３年度頃から１４年にかけまして

は、乾田直播という事で鳥害とか除草技術が確立されておらなかった事もありまして、

反当り４ないし５俵というように統計に出ております。 
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しかしながら近年では湛水直播で壌播で伏土を行なう方法が主流という事で、技術

も確立されてきた事から、現在は反当り７から８俵の収量が見込めるというような状

況等になっております。 

また、当初からやっております南部平坦区域のある一部では単収８俵を常に確保し

ているという地区もあるようでございます。 

次にコスト面について申し上げます。 

これはあくまでも県の農林総合事務所からのご報告でございますが、移植と比べま

して育苗管理がいらないとか、ハウス、これも不要ですし、それに伴って管理人件費

とか用水の削減が図られると、それから先ほど申し上げましたが、作業時間の短縮に

繋がるというような事から、いわゆる経費の比較で申し上げますと、人件費とかカン

トリー利用など全てを含めまして、概ね直播では１０アール当り、一反当り８万５千

円程度、それから移植の方では１０万４千円程度という事で、差し引きますと１０ア

ール当り１万９千円程度となっております。 

最後に技術的問題点と今後の課題という観点から、直播のもっとも重要な課題、こ

れは圃場の均平度というものがあるそうです。均平度が悪いと水管理が著しく困難に

なって、発芽障害とか雑草によります育成障害に繋がっていくという事でございます。 

特に近年、滝とか細呂木の担い手育成の圃場整備で見られますように、大型認定農

家や集落農家などの作業効率の面から、いわゆる圃場の大区画化、１ヘクタール区画

化が行なわれていまして、いわゆる代掻き時のならし作業が非常に困難であるという

ような事です。 

それから直播の推進には作業効率と均平度度合いのバランスを考えまして、機械に

よらなくて、普段の代掻きの技術で収量が安定する方法を検討して行く必要があると

いうように問題提起されております。 

また、近年の異常気象によりまして、地区によっては大幅な収量とか食味のバラツ

キが生じていますので、今後は湛水直播にある程度の確立した技術を導入しまして、

まだまだ検討すべき課題があると判断しております。 

今後も水稲直播の良質多収技術につきまして県との連携を深め、対応してまいりた

いと考えておりますのでご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、１６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） 議案８２号の一般会計補正予算に関連しまして、内容をちょ

っと正してもみたいと、このように思います。 

まず最初にですね、先程も市長の提案理由の中にもありました公営住宅ストック改

善事業ですか、これは時期の見直しによってこういう減額補正もやってますと、こう

いう説明じゃなかったかと思うんですけれども、平成１９年度の当初予算を見てやり

ますと、これ約４,１５０万ほど計上してあるんですね、そしてこの公営住宅ストッ

ク事業の主なものといいますと、大体が馬場の第二団地、ここの耐震補強あるいは補
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修等とこのようになっております。 

こんな中で、今ほど市長も言われましたように、その時期の見直しによってこうな

ったんだと、こういう説明でしたけれども、それではなぜこういう平成１９年度の当

初予算に計上してきたのかと、当初予算に計上するに当たってはそれなりの施工関係

も睨んだ、私予算計上をしてるんじゃないかと、このように思われます。 

ですからこの点についてやね、なぜそうなったのかと、もうひとつちょっと突っ込

んだ説明方をお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 土木部長、絹谷忠典君。 

○土木部長（絹谷忠典君） 穴田議員のご質問にお答えいたします。 

公営住宅ストック総合改善事業と申しますのは、新に公営住宅を作るとなりますと、

多額の経費が必要となることから、現在ストックしている公営住宅、今ある公営住宅

を共営水準を高めるための耐震工事、リフレッシュ工事をいたしまして、長寿命化を

図る事業でございます。 

事業内容といたしましては、平成２年度以前に建設された公営住宅に対しまして部

分改修を行なう個別改善事業と昭和５６年以前に建設されました公営住宅を団地単

位、丸ごと一棟単位で全面的な改修を行なう全面的改善事業がございますが、あわら

市につきましては個別的改善事業でございます。 

この事業に対しまして、国から４５％の地域住宅交付金、起債は１００％の充当率

でございますが、採択条件としましては概ね５ヵ年の改善計画の策定が義務付けられ

ておりまして、あわら市においては平成１９年度から平成２３年度までの５ヵ年で総

事業費約３億４千万円の地域住宅整備計画を策定しておりまして、国の採択を受けて

いるところでございます。 

１２月補正の措置につきましては、平成１９年度で馬場団地第一棟の屋上防水工事

設備改修工事を予定いたしておりましたが、平成２０年度で耐震改修工事を予定して

おりますので、架設工事等において合体して発注したほうが効率的でよりコストダウ

ンが図れることから、翌年度に予算計上をする為の所要措置に加えまして、交付金が

当初要望額より増額になった事に伴う２５５万８千円の増額措置をしたものでござ

います。 

地域住宅計画との返りがございましたので、これの合体受注に伴う変更をさせてい

ただいたものでございます。 

なお、高齢者向け改善工事につきましては、住宅の一階居宅部分のみ対象となるた

め、空き家が出た場合に改善工事を行なうわけでございますが、当初予算では空き家

を一戸と想定しまして予算計上をいたしておりましたので、その後４戸の空き家が出

たことから、３戸分の工事費を増額したものでございますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

もう一点だけお願いします、といいますのはこれも先ほど市長の提案理由の説明の

中にあったんですけれどれども、今回のこの補正を見てやりますと、その職員の異動

がかなり激しく異動が行なわれていると、だいたい私もサラリーマンの経験がありま

すし、私も国鉄にいた関係で大体人事異動というのは、職場によって会社によって違

うかもわかりませんけれども、だいたい４月に人事異動あるいは職員の配置転換をや

って行くと、ですけれども今いいましたように今回の補正を見てやりますと、かなり

その所管課の職員の配置がやね、大幅に行なわれているんじゃないかと、そんな中で

特に私見ますと、平成１９年度の当初では２７５名、一般会計では２７５名の職員で

スタートしてるんですけれども、今回の補正を見てやりますと５人の方が数が少なく

なって来ていると、そうしますとこの年度内にやね、５人ものそういうそういう早期

退職者があったのかということと、それから年度の途中において、これほどやね大幅

な異動をする、何か特別な理由があったのかと、この２点についてちょっとお願いし

たいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） ただ今、穴田議員の年度中の職員の異動が５名、なぜあっ

たのかというようなご質問でございます。 

当初予算計上の職員人件費につきましては一般会計ベースで３１６名当初計上し

てあったわけでございます。その後、予算編成後ですね、３月に急遽１人自己都合退

職がございました。また予算編成の中で、一般会計とボート会計で重複が１名ござい

ましたので、４月１日時点での実質の職員数は３１４名でございました。 

その後ですね、新年度に入りましてから雲雀ヶ丘の宮田次長が急死をされまして１

名減、それからその他雲雀ヶ丘寮でございますけれども、自己都合退職者が２名出ま

して、合計３名途中退職があったわけでございます。 

その結果、現在の職員数は３１１名ということでございますので、穴田議員おっし

ゃる通り、当初予算計上の職員数３１６名と比較いたしますと５名減少という形にな

っているわけでございます。 

なお、予算書の説明欄に今回記載してございます職員数につきましては、４月の人

事異動、それから今回の人事院勧告ですね、これに伴いまして給与の支払いに影響の

あった職員数を掲載してございますので、必ずしも全職員数とは合致しない面もござ

いますので、その点もひとつご了解いただきたい思います。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています、議案第８２号から議案第９０号

までの９議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常
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任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第９１号から議案第９６号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２３、議案第９１号、あわら市住民基本台帳カードの利

用に関する条例の制定について、日程第２４、議案第９２号、あわら市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第２５、議案第

９３号、あわら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、日程第２６、議案第９４号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、日程第２７、議案第９５号、あわら市重度障害者（児）

医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、日程第２８、議案第９６号、

あわら市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について。 

以上の議案６件を一括議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第９１号、あわら市住民基本台帳

カードの利用に関する条例の制定についてから議案第９６号、あわら市営駐車場条例

の一部を改正する条例の制定についてまでの６議案について、提案理由の説明を申し

上げます。 

議案第９１号、あわら市住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定についてで

ございますが、本条例は、住民基本台帳カードを利用して住民票の写し、印鑑登録証

明書その他の証明書を自動交付機により市民に提供できるようにするため定めるも

のであります。 

県内では、既に福井市のほか敦賀市で同様のサービスを実施しておりますが、国が

提唱する標準仕様に基づくものとしては、本市と永平寺町の取り組みが最初のものと

なります。 

これにより住民の利便性の向上が図られるものと考えております。 

なお、この条例の制定に伴い、「あわら市印鑑の登録及び証明に関する条例」及び

「あわら市手数料条例」の改正が必要となりますので、本条例の附則において改正を

させていただいております。 

次に、議案第９２号、あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてでございますが、今年８月に、地方公務員の育児休業等に関

する法律の一部を改正する法律が施行され、育児短時間勤務制度が創設されたことに

伴い、育児短時間勤務の承認を受けた職員の勤務時間、休暇等に関する規定を追加す

るものであります。 

次に、議案第９３号、あわら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
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例の制定についてでございますが、議案第９２号と同じく育児短時間勤務制度の創設

に伴い所要の規定を追加するものでございます。 

次に、議案第９４号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてでございますが、これも議案第９２号同様に、育児短時間勤務制

度の創設に伴い所要の規定を追加するものであり、加えて、今年度の人事院勧告及び

福井県人事委員会勧告に基づき給与の改定について定めるものでございます。 

次に、議案第９５号、あわら市重度障害者（児）医療費助成条例の一部を改正する

条例の制定についてでございますが、この条例に基づく医療費助成制度は原則として

住民票のある自治体で行なうこととされております。このため、福祉施設等が多数所

在する自治体では、負担が大きくなることから、例外的に国民健康保険の加入者につ

いては施設入所前の自治体でこれを行なうという「住所地特例」がありました。 

来年度から後期高齢者医療制度が施行されることなどから、自治体の負担が公平に

なるよう、この住所地特例をこれまでの国民健康保険の加入者だけでなく社会保険の

加入者すべてに適用させるため、所要の改正を行なうものであります。 

最後に、議案第９６号、あわら市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定につい

てでございますが、芦原温泉駅東側の金津東部区画整理区域内に、新たに市営駐車場

を設置することに伴う所要の改正を行なうものであります。 

以上、６議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第９１号から議案第９６号の

６議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託し

ます。 

 

 

◎議案第９７号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２９、議案第９７号、福井県市町総合事務組合規約の変

更及び財産処分についてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第９７号「福井県市町総合事務組

合規約の変更及び財産処分について」の提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、福井県市町総合事務組合から、平成２０年３月３１日をもって「丹生衛生

管理組合」が脱退し、その財産を福井県市町総合事務組合に帰属させるため、所要の
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規約改正が必要となることから提案するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています、議案第９７号は、お手元に配布

してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第９８号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第３０、議案第９８号、新市建設計画の変更についてを議

題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第９８号、新市建設計画の変更に

ついての提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、あわら市の新市建設計画を変更するため、市町村の合併の特例に関する法

律第５条第７項の規定に基づき提出するものであります。 

内容につきましては、中学校の施設整備について「統合中学校建設事業」を「芦原

中学校改築事業、金津中学校大規模改修事業、附帯施設の更新事業」に変更し、財政

計画を見直すものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 議案第９８号、新市建設計画の変更についてについて質疑をさ

せていただきます。 

通告書に基づきまして、まず合併特例債についてと国庫補助金についての質疑をい

たします。 

金津中学校の大規模改修分を特例債で賄えるかどうかについては、国や県と協議を

進めていると聞きますが、本当に使えるのかどうか。また、あわら市は９４億強の特

例債を全て使うという事を予定の中に入っているわけですが、これ全部が本当に特例

債が使えるのか、またあわら市だけに認められるのか、そういう点もお伺いしたいと

思います。 
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また、国庫補助金について芦原中国庫補助金は３億８千万円、金津中大規模改修国

交補助金が３億円予定されていますが、すぐに国で採択されるのかどうか。聞き及び

ますと国庫補助金には国の枠があり、申請してもすぐには採択されないと聞いており

ますがどうなのか。 

以上、お願いします。 

｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） まず一点目の金津中学校の大規模改修に合併特例債が本当

に使えるのかというご質問でございます。 

現在までに県の市町村課と何回か協議を重ねて来ているところでございます。合併

特例債に該当するためにはいくつかの要件があるわけでございますが、まず事業その

ものが適債事業であるかどうかという点、更に新市建設計画に記載されている事業か

どうかという事が前提条件にあるわけでございます。 

その他ですね、該当するための要件といたしましては、当該事業が合併市町村の均

衡ある発展に資するために行なう公共的施設の整備である事、いわゆる格差是正の為

に必要な事業であるかという事が上げられるわけでございます。 

改修内容の詳細を現時点ではですね、詳細に説明していない現段階でございますの

で、確実に使えるという回答は得ておりませんが、これまでの検討の協議では非常に

可能性は高いものと判断をしているところでございます。 

具体的に事業にかかる起債の申請を行なった時点で市町村課のヒアリングを通じ

まして、総務省の判断が下りるわけでございまして、現段階では絶対的確実であると

いう所まではいえないという実情でございますのでよろしくお願い致します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えいたします。 

２点目の中学校整備にかかる国庫事業の採択見込みに対するお尋ねでございます

が、国庫事業の採択につきましてはいつの時代でも理事者側と議会が心をひとつにし

て、要望活動を行なうことが最も重要な事と考えております。 

今議会で芦原、金津両中学校の存続にかかる新市建設計画の変更議案を上程いたし

ておりますが、ご承認をいただいた暁には、私は両中学校の国庫事業の採択につきま

して、全身全霊で取り組んでまいりますので、議員各位のご理解、そしてご協力をい

ただきますようにお願いを申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 今の国庫補助金につきまして市長からご回答をいただいたわけ

ですが、前回の、前々回ですか、教育部長からいただいた回答と大体同じでありまし

て、理事者と議会が力を合わせてという前回もそういう回答をいただいたんですが、

この回答でありますと、出るかもしれないが出ないかもしれないと、そういうような、
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どういうか１００％本当に付くのかどうか。 

特例債については今から新市建設計画変更が通って、それから県とのヒアリングを

するということなんですが、こっちの場合は国庫補助金について本当に付くのかどう

か、再度お伺いをしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答をいたします。まず先ほどの合併特例債が使えるかどうか

というご質問がありました。特に今回の財政計画では限度額ほぼ一杯までの合併特例

債の利用というものを一応見込んである、しかしそれが全て使えるのかどうかという

ご質問もありました。 

それも同じような事なんですけれども、今起債を起こす場合には全て協議という事

になっております。従いまして、協議をする相手方、まず県があるわけですけれども、

この相手方のある事ですので、当方としては何とか認めていただけるだろう、あるい

は認めていただけるように努力はいたしますけども、現段階においてですね、これが

認められますと１００％お答えすることは全ての起債事業について同じようにです

ね、その段階ではいえないと、協議を得て後ということですので、そのようにひとつ

ご理解いただきたいと思います。 

それから今回の国庫補助事業の採択の問題ですけども、これもですね基本的には同

じようなことでありまして、県を通じて国の方にお願いをするという形になろうかと

思います。 

これもですね、もちろん国の予算の枠がありますので、どの事業であれどの自治体

であれ、言わば予算の獲得のために一生懸命になります。従って何とかそれを実現す

るようにですね、これは努力するのが当たり前ですし、そのつもりでおります。ただ、

どの事業でも全く同じですけども、その採択のためのいろんなお願いをする相手方が

おりますので、現段階でですね、それは１００％可能だというお答は全ての事業につ

いてお答えできないと思います。 

いずれにせよ、何とか採択いただけますように最大限の努力は覚悟でおります、ま

たそのためには是非、議会のご支援、ご協力もいただきたいと、それがあってこそ目

的達成もその可能性が高くなるのかなというように思っております。 

やはり今のところはそういうお答しかできませんのでご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています、議案第９８号は、お手元に配布

してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 
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◎議案第９９号の上程・提案理由説明・質疑・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第３１、議案第９９号、あわら市教育委員会委員の任命に

ついてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第９９号、あわら市教育委員会

委員の任命についての提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、般若泰子氏が本年６月１５日で辞職をされたため、同氏の後任として佐々

木基之氏を委員に任命いたしたいので、提出するものであります。 

佐々木氏は、昭和４２年に横浜市立大学を卒業されたあと、株式会社福井銀行に入

社、平成１０年には福井鋲螺株式会社に入社、平成１８年４月に退職されるまで３９

年間に亘り、会社経営に携わってこられました。 

氏は、人格、識見ともに教育委員会委員に適任であると思われますので、ご同意い

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっております、議案第９９号につきましては、

会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これから議案第９９号、あわら市教育委員会委員の任命につい

てを採決いたします。 

本案を原案のとおり同意する事に賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第９９号は原案のとおり同意されました。 

 

 

◎議案第１００号、議案第１０１号の上程・提案理由説明 

○議長（山川 豊君） 日程第３２、議案第１００号、人権擁護委員の候補者の推薦に
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ついて、日程第３３、議案第１０１号、人権擁護委員の候補者の推薦について。 

以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第１００号及び議案第１０１号、

人権擁護委員の候補者の推薦についての提案理由の説明を申し上げます。 

議案第１００号につきましては、人権擁護委員の関 章人氏が、平成１９年８月３

１日で退任されたため、後任に網 宗法氏を委員候補者として推薦することについて、

議会の意見を求めるものであります。 

網氏は、民間企業にしばらく籍を置かれた後、平成１０年４月には、仏門に入るこ

とを目指され、高野山専修学院に入学されました。平成１１年には高野山真言宗成福

院執事に、平成１５年には、あわら市北潟の安楽寺の住職に任命されております。 

議案第１０１号につきましては、人権擁護委員の香月篤子氏が、平成１９年１０月

３１日で退任されたため、後任に有馬ひとみ氏を委員候補者として推薦することにつ

いて、議会の意見を求めるものであります。 

有馬氏は、平成元年から先月まで民生委員を務められたほか、福井県民生委員児童

委員協議会理事、福井県男女共同参画審議会委員などを歴任されております。 

両氏とも、人格、識見ともに人権擁護委員として適任であると思われますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

議案第１００号につきましては、ただ今提案のとおり、｢異議はない｣旨の意見を付

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第１００号、人権擁護委員の候補者の推薦については、｢異議はない｣

旨の意見を付すことに決定しました。 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

議案第１０１号につきましては、ただ今提案のとおり、｢異議はない｣旨の意見を付

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第１０１号、人権擁護委員の候補者の推薦については、｢異議はない｣

旨の意見を付すことに決定しました。 

 

 

◎発議第１１号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第３４、発議第１１号、あわら市議会会議規則の一部を改
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正する規則の制定についてを議題といたします。 

○議長（山川 豊君） 本案について、提出者の趣旨を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 議長のご指名がありましたので、発議第１１号、あわら市議

会会議規則の一部を改正する規則の制定について、趣旨説明を申し上げます。 

一問一答方式の一般質問の採用に伴い、本規則の所要の改正を行なうものでありま

す。 

改正の内容につきましては、第６４条中「第５６条及び第６０条」を「第６０条」

に改めるものであります。 

所定の賛成者を得て提出いたしておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（山川 豊君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 討論はありませんか。 

(｢討論なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 討論なしと認めます。 

○議長(山川 豊君) これから発議第１１号を採決いたします。 

本案を原案のとおり、決定することに賛成の方の起立を求めます。 

(賛成者起立) 

○議長(山川 豊君) 起立全員です。 

したがって、発議第１１号、あわら市議会会議規則の一部を改正する規則の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎散会の宣言 

○議長（山川 豊君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、１２月１０日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

本日は、これにて散会します。 

（午前 11時 52 分） 
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地方自治法第１２３条の規定により署名する 
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◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

なお、竹田芦原温泉上水道財産区管理者より、体調不良のため欠席の届けが出てお

ります。代理として土守次長が出席しております。 

○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前 9時 32 分） 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１６番、穴田満雄君、

２０番、東川継央君の両名を指名します。 

 

 

◎一般質問 

○議長（山川 豊君） 日程第２、これより一般質問を行ないます。 

なお、一問一答方式の採用に伴う、あわら市議会会議規則の一部を改正する規則は

１２月４日に公布しております。 

◇篠﨑 巖君 

○議長（山川 豊君） それでは通告順に従い、１０番、篠﨑 巖君の一般質問を許可

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １０番、篠﨑 巖君 

○１０番（篠﨑 巖君） トップということで、ちょっと緊張しておりますが、よろし

くお願い致します。 

議長のお許しをいただきましたので、通告の件につきまして一般質問をいたします。 

私はあわら市の発展を一番に考え、全市民が市の将来に夢を持ち、住みたくなる町

となって市民が融和し、益々発展するためには統合中学校が最良の選択肢であると考

え、昨年の６月議会提案の新市建設計画の変更に賛成し、賛成討論を行ないました。 

さて、中学の生徒数の推移ですが、本年５月の調査では、来年度、２０年度の芦原

中学校は３９６人、１０年後は２５５人で、１０年間に１４１人減少します。一方、

金津中学校は２０年度は５５５人、１０年後は４２３人で、１０年間に１３２人が減

少をいたします。両中学校合わせると１０年間に２７３人もが減少します。この傾向

は小学校も同じだと思っております。 

このように少子化は進行し、とどまるとこが無いようであり、国を挙げての大きな

課題となっております。２５年後になりますと、金津中学校は２５０人、芦原中学校

は２００人ぐらいになるそうでございます。 
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私共の集落におきましても、２０か２５年ぐらいになりますと３分の１ぐらいは無

くなるといいますか、絶えるような、そういう感じの常態であります。 

これを重く受け止めたとき、このあわら市、日本は急速な少子化社会に入り、ひい

ては地域の活力を維持できない状況になるのではと、私は危惧をしております。 

２５年後のあわら市の人口は２３，１００人程度、現在の７４％との予想でござい

ます。あわら市として、これに歯止めをかけるには、官民総ぐるみで知恵を出し合う

ことが極めて重要であると思っております。 

少子化の一番の理由は、住民が未来に確信を持てず、なお夢を持てないからといわ

れております。人口減少社会の中で地域を活性化するためには、自治体が赤字を減ら

し、人の交流が増加する地域にしなければならないと思います。 

人が来ない地域の発展はありません、どうしたら人が集まってくるか。そのために

は、住みたくなる町づくりに努めることが最も重要であると思います。これこそが地

域発展、あわら市発展の最大の問題です。両町が合併した目的はここにあります。 

私は、合併によって誕生したあわら市は、両中学校の教育環境の格差是正、市民の

融和と一体感の形成、これらを総合的に勘案して、統合中学校が最良の選択肢である

と判断し、賛成討論を行ないました。 

さて、橋本市長さんは、先の市長選挙で芦原中学校は改築、金津中学校は耐震補強

及び大規模改修を第一に掲げられて見事当選され、これらを早急に着手するとのこと

であります。また、金津中学校は、耐震調査の結果によっては改築も視野に入れて考

えるとのことであり、この方が、芦原中学校は早く完成するとのことでありました。 

しかしながら、私はあわら市の将来を熟慮し、昨年６月、議会制民主主義における

賛成多数による、議会で可決した統合中学校建設が、今でも統合中学校建設が最良の

選択であると思っております。 

今後の健全財政の維持については、地方分権に伴う三位一体改革の推進により地方

公共団体を取り巻く情勢は大きく変化してきております。二校を存続させるための建

設費や維持費の増大は、今後のあわら市の財政を圧迫します。限りある財源をより有

効に使用することが重要であると思います。 

今回示された財政計画では、芦原中学校の建設費を見直すならば、統合中学校の建

設費も見直すべきであり、運営費、維持費についても対比する必要があると思います。 

市民の融和、一体感の形成でありますが、中学校時代の交友関係が将来にわたって

続き、生徒相互の交流がもたらす、それぞれの郷土、旧芦原町、旧金津町への理解、

また、同じ学校の卒業生として将来あわら市を担う一体感の形成、同一中学校の保護

者の交流促進による市民の融和が加速し、市民が一体感を意識した協働のまちづくり

ができます。 

以上のことを考慮して、一つの中学校を一日も早く建設し、新しい住みたくなる街

づくりを進めるべきであり、芦原中学校の現状や、合併特例債の期限を考えるとき、

一日も猶予はできないものと思っております。 

我々議員は、議員としての心構えを十分に考えるべきでありますし、市長は、あわ
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ら市行政のトップとして、将来を見据えた市政運営を更に心がけて頂きたいと願って

おります。 

トップは進むべき方向を間違ってはいけません、行政を停滞させてもいけません、

一日も早く、明るく活発な行政と市民が知恵を出し合い、将来に禍根を残さない街づ

くりを進めることが極めて重要と思っております。 

さて、今回、芦原中学校は改築、金津中学校は耐震改修及び大規模改修としての財

政計画が示されました。国の制度改正や合併特例債の最大限活用によって、あたかも

財政が豊かかになったように思われる計画内容でありますが、基本的には借入金を増

やしての事業であります。将来に負担を課す計画であることに変わりはありません。 

お金が云々ではなくして、あわら市の新しいまちづくりや活性化、今後の進展につ

いて危惧を抱いております。そこで、今後の事業計画等に関して、質問をいたします。 

先ず一つ目は、金津中学校の体育館及び校舎の改修についてでありますが、計画事

業費は１６億４千万円となっています。このような大規模な改修をする工事の工期と、

工事期間の学校運営、特に仮設校舎や体育館の使用等についてどのように計画されて

おられるのか、現時点での改修計画についてお尋ねをいたします。 

二つ目は、現在の芦原中学校は市街地から離れた丘の上にあり、教育環境としては

良好と思いますが、冬期間などはクラブ活動などで生徒の下校時間が遅くなると。保

護者の送迎が必要となり、かなり苦情も出ているようでございます。 

今はちょうど５時過ぎになりますと、真っ暗になりますが、私も昨年、ある父兄の

方から頼まれまして、電気を付けて欲しいということで、３回ほど５時過ぎに、あそ

こで待っていたわけでございますが、大変、真っ暗ということで、特に女の子なんか

が待っていると、親が迎えにくるまで大変だということを感じました。 

そこで、今回の改築に際して、市長は現在での改築を考えておられるようですが、

新たに建てる予定地は三国町の地積であることから、この際ひとつ、平坦地に建てる

のが最適だと思いますが、市街地周辺の平坦地とする考えはないかお尋ねをいたしま

す。 

三つ目は、芦原中学校は改築、金津中学校は改修をして二校を残すとのことでござ

いますが、市長のその一番の理由を再度お尋ねいたします、以上です。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 篠﨑議員のご質問にお答えをいたします。 

１点目の「金津中学校の整備期間及び工事期間中の学校運営について」のご質問で

ありますが、金津中学校の耐震及び改修工事につきましては、１０月に公表いたしま

した財政見通しでは、総事業費１６億４,６００万円を想定し、屋内運動場の整備を

平成２１年度に、そして校舎の整備を平成２２年から平成２５年までの期間で計画を

しております。 

また、整備の基本方針は、改築される芦原中学校に匹敵する教育環境の整備として

おります。 
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工事期間中の学校運営にあたっては、その与える影響が最小限となるよう、夏休み

など、長期休業期間を最大限に活用した工事期間の設定など、現場の先生方と協議し

ながら、十分配慮して参りたいと考えております。 

２点目の芦原中学校建設場所についてのお尋ねでございますが、私も市長就任以来、

篠崎議員同様、建設場所については、幾度かご意見を伺う機会がございました。しか

し、仮に新たに土地を求めることになりますと、かなりの用地取得費を要するととも

に、場所選定や用地交渉に時間を費やすこととなり、その結果、改築が遅れることと

なります。 

幸い、現在の芦原中学校の敷地は、面積も十分確保された上に、地盤も大変良く、

教育環境も優れた場所と考えておりますので、ご理解をいただきますようお願いいた

します。 

最後に、私が２校存続を主張する最大の理由についてのご質問にお答えいたします。 

今、小・中・高の各学校現場では、多種多様な問題を抱えているのが現状でありま

す。特にいじめ、不登校などの問題については、国・県・市があらゆる手段を講じて

取り組んでおりますが、解決の方策を見出せていないことは、新聞紙上等でご承知の

とおりであります。 

このような中、「あえて中規模校の両中学校を統合し、先生方の目が届きにくい状

況に、多感な子供たちを置いていいのか、そして、きめ細かな指導を維持するために

も、両中学校を残したい。」というのが率直な思いであり、私が２校存続をお願いす

る最大の理由でございます。 

確かに、今後の生徒数の減少は憂慮するべきものがあります。しかし、将来のあわ

ら市を担う、大切な子供たちの教育環境を整備することは、我々大人に与えられた最

大の責務であると考えております。議員各位のご理解をお願いをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １０番、篠﨑 巖君 

○１０番（篠﨑 巖君） 以上で私の質問は終りますが、先に申し上げましたように、

市長はあわら市のトップとして、１０年、２０年、将来を見据えた、将来に禍根を残

さない市政運営を心がけていただきたいと、再度お願いを申し上げまして、これで私

の質問を終ります。 

 

 

◇東川継央君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、２０番、東川継央君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） それでは、私の質問を始めさせていただきたいと思います。 

今回、２校存続の方針についてということで、通告をさせていただいております。
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今ほど篠﨑議員の方からも、政治家とはいかに考えるべきかというような大きな大所

からのお話もあったわけですけれども、そういった事を踏まえながら、私は具体的に

何点かお尋ねをしてまいりたいと、このように思っております。 

さて今回の２校存続案でございますけれども、すなわち市長が発表されました芦原

中学校改築、金津中学校耐震での大改修という案ですが、教育委員会の意見書を得て、

それを最大限に尊重した上で、財政シミュレーションを作成したと、市長はこのよう

に公表されております。 

意見書が提出されたのが１０月９日とのことで、間髪入れずに財政計画も作成をさ

れております。あまりにも速やかで、感心すると同時に、結論ありきであったのでは

ないかとさえ、感じてしまうくらいであります。 

そこで、この市長がお墨付きを得た、この意見書について、まず教育長にお尋ねを

いたします。 

この意見書は１０月１９日、全員協議会にて市長からは口頭で議会に示されたわけ

でございます。その後、全区長に正しい情報をとのことで、財政計画と合わせて意見

書も配布をされ、市の広報でも市民に周知をされました。 

本来はあくまで、内々での要望ということで、対外的に公表されることは、教育委

員会としては想定も、望んでもいなかったのではと、推察をするわけですが、その事

に対する率直な所管を、まず教育長に求めたいと存じます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 東川議員の質問にお答えいたします。 

今ほどの教育委員会の意見書が、市民に公表されたことについての考えはというこ

とでございますが、教育委員会では本年６月定例会で、中学校のあり方とその整備方

針について協議会を開催するなど、検討を進めてまいりました。 

議員ご指摘の意見書につきましては、９月２６日の教育委員会定例会におきまして、

全委員の間で集約を行ったものであり、最終的に１０月９日に市村委員長から直接市

長に提出した正式な公文書であります。 

従って、市長が市民へ公表されたとしても、教育委員会としては何ら異を唱えるも

のではありませんということを申し添えておきます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） ありがとうございます。 

実際、教育委員会からそういった要望が市長に出されて、公表されたわけですから、

当然、教育長としてはそういった思いかなと思います。 

そこで私はこの意見書、後ほど拝見をいたしまして、その中身において、非常に驚

いたのが、そのうちの中学校の整備方針として、その期限や財源にまで言及している

点であります。 

そもそも教育委員会は、教育行政に関し、独立した機関ではありますが、財源や予



 

 45 

算に係わる権限は市長部局に属するという事で、これまでは議会で議決され、市の意

思が決定されるまでは、明確にしてこなかったのではないかと思います。 

前回の昨年の６月の時もそういったことではなかったかなと、思うわけですが、こ

の点いかがですか、教育長、お答え願います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 意見書の内容が、中学校の整備方針について、その期限や財

源にまで言及しているのは何故かというご質問でございますが、昨年６月の市議会

定例会での統合中学校建設を含む新市建設計画の変更の議案が承認された後、教育

委員会では、市の財政状況、教育施設の格差及び生徒数の減少などを総合的に勘案

し、苦渋の選択として、統合中学校の建設を意思決定した経緯がございます。 

教育委員会として、理想のみを言えば、２校同時の改築を望んでいます。しかし、

財政的に望みのない、理想だけの意見書を取りまとめることは、行政機関としての責

任を果たしているとは思えません。 

従って、この意見書につきましては、教育委員会として教育的観点に主眼をおきつ

つ、財政状況や合併後の住民感情を総合的に考慮して、取りまとめた結果でございま

すのでご理解をお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君）今ほど、教育的観点や厳しい財政状況、現実を踏まえた上で決

断をされたということでございます。この事は意見書に添付されております書面にも、

そういったことが書かれていると理解をいたしております。 

そこで教育委員会の定例会の議事録を拝見いたす限り、その今までの、その議論の

中身は一切見えないわけであります。本当にその協議会で教育的観点や厳しい財政状

況と云々となっておりますが、どのような議論がなされたのかお答え願います。 

具体的にお答えを願います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 最後に、教育委員会では、どのような議論が行われたかとい

うご質問でございますが、教育委員会では、７回の会議等を開催いたしまして、意見

の集約を行っております。 

当然、委員の交代もあったことから、現在までの経過や中学校の現状などの勉強会

から始まり、福井市内の耐震補強実施校の視察なども行って参りました。 

このような中で、先程も申し上げたとおり、教育的観点に主眼をおきつつも、財政

状況や合併後の住民感情を総合的に考慮したものでございます。また、細かい経過に

つきましては、私が就任いたしまして、６月の定例議会の一般質問で、教育委員会は

現時点では整備方針は統合中学校でありますが、先の市長選において２校存続を公約

とした、橋本市長が当選されたことを受け、市村委員長と共に協議の上、改めて中学



 

 46 

校のあり方について協議し直したいというように答弁しております。 

その後、６月の２６日、定例教育委員会において、委員に了解を得、今後、中学校

のあり方を検討して行くという方向に転じたように思っております。 

また、その間、定例会４回、協議会３回を開催しておるものでございます。また、

９月の議会においても、議員の質問に早急に２校のありかたについて結論を出してい

くというような形でお答しているところでございます。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 今ほどの答弁を聞いてますと、本当に議論の中身というのは

充分伝わらないわけでございます。 

そういう事で、協議会ですから会議録も取ってないということでしょうけれども、

ちょっと私としては納得をしないわけでございます。 

そこで今回、金津中学の耐震大改修を求めているわけでございます。これは今まで

にも議論の中でありましたように、耐震対応約２０年と、これ一般的に考えるのが妥

当と思うわけであります。 

２校存続をするというのなら、その後の耐震後の方針も明確に示すべきであります。

その事については一切、今ほども述べられておりませんし、意見書においても触れら

れていないわけであります。 

そうする事が、責任ある教育委員会としての責務であると、このように考えるわけ

でありますけれども、いかがでしょうか。 

金津中学校の将来について、委員会としてどのように判断をされたのか、お答えを

願います。 

また、同時に２校を存続するというのであれば、ましてこの直接的権限外と思われ

ます。財源にまで踏み込んで、要望するのであれば、芦原中は改築ではなく、改修と

いう案も委員会の中から出てしかるべきであったのではないかなと思いますけれど

も、その事も一切出てないように思われますが、その点いかがでしょうか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 今ほどの、金津中学校の将来についてということでございま

すが、耐震補強改修することによって、かなりの年限使えるというように私共は伺っ

ておりますし、将来的に生徒数が２５０や２００になっても、充分、学校として機能

していると私共は思っております。 

現在の福井県内の中学校７８校ほどございますが、そのうちの３分の１が２００名

以下の中学校でございます。現時点でそういう状態でございます。 

ですから将来的に金津中学校が２００や２５０になったとしても、充分、教育効果

をあげる規模だと私は思っております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 私がお訪ねしたのは、今回、芦原中学校は改築、金津中学校

は耐震での改修ということですので、これまで委員会でもお答えがあったように、耐

震の対応というものが２０年なり３０年ぐらいというように答弁をいただいており

ます。 

そういった意味で、この大改修の後の金津中学校を規模でなくて、その学校自体の

建物をどうするのかということをお尋ねをしたのでございます。 

それともう一点、答弁が漏れてますけれども、その財源まで踏み込んで議論をした

ということであるのならば、芦原中学校改修という話は、委員会で出なかったのかと、

この点、今一度お尋ねします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育部長、平田幸一君。 

○教育部長（平田幸一君） 東川議員の再度のご質問にお応えをいたします。 

まず一点でございますけれども、金津中学校の将来的なことを考えなかったのかと

いうことでございます。先ほど教育長も申しましたとおり、耐震改修を行ないますと、

相当学校としての機能は保つということで、２０年、３０年後の改築等々につきまし

ては、この会では議論という形は出てございません。 

また、協議会の中でそういう意見がなかったのかというご意見でございますけども、

定例会におきましても、委員の中から２校改築が最もいいというようなご意見もござ

いました。しかし、一度に改築ということになりますと、中々難しいということであ

れば、改築されます芦原中学校と匹敵するような校舎が望ましいというようなご意見

もございましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 今ほどの答弁を聞いても、金津中学校の耐震後については議

論をされてないというように感じられます。それと２校の改築が委員会としては最善

という考えが前提にあるというようなお話かと思います。 

そこで市長もこれまでは金津中学校の改修の後といいますか、将来についてはこれ

までは、その時点になって改築するか改修するかは考えると、このように述べられて

おられるわけですが、今一度、この点について市長のお考えをお尋ねをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。今ほど東川議員は、２０年後のことにつ

いてはどうかというようなご質問でございますけども、私は例えば２０年後に考える

とは私は申し上げておりません。２０年後に私がいるかいないかもわかりませんので、

要するに２０年ほど先の話になりますと、これは今ですね、それを想定したことはち

ょっと言いにくいかなと思います。 

２０年といいますのは、とにかく今の決められた基準で耐震補強をやった場合に、
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物理的にですね、２０年ぐらいは耐震上は充分にもつであろうというように、一般的

に言われているということであります。 

実際に金津中学校を耐震改修をやってですね、いずれの時点でかは改築をしなけれ

ばならなくなるだろうと思います。その時期がですね、例えば今から１０年後になる

のかですね、あるいは１５年後ぐらいにですね、まだまだもうしばらくもつけれども、

そろそろ金津中学校を建て替えようではないかという議論が起これば、そうなるかも

しれません。あるいは逆にですね、２０年経ったけれども、もうしばらくこのままも

たせようというよいな議論になるやもしれません。 

それは、その時その時の理事者だとか、議会だとか、市民の皆さん方の考え方によ

って決まられることだろうと思いますので、その先をですね、今の時点で私が想定で

申し上げることは、まずどなたでも不可能ではないかなと思います、以上です。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 今ほどの市長の答弁、これまでもそういった考えを述べられ

ておられるわけですけれども、本当に先程の篠﨑議員のお話でありませんけれども、

やはり目先の事だけで、今だけ何とかというような感じに私は受け止められるわけで

ございます。 

やはり大きな、今、この厳しい財政の中で投資をするわけですから、やはり１０年、

２０年先の事まで見据えた判断といいますか、構想がなくては理事者としてどうかな

と、このように思うところでございます。 

それでは、その教育委員会の中でもいろいろと議論がされたと思いますけれども、

先程も篠﨑議員の方から話がありましたが、この将来の少子化ですね、これについて

若干お尋ねをいたします。 

２校を維持していくということは、現実問題として、これ避けて通れないのが生徒

数の減少であります。このことが本当に教育上、好ましいのかということでございま

す。 

現在、芦原中学は３９６名、金津中学校は５４４名であります。ちなみにお隣、坂

井市の学校はといえば、春江中８３８名、三国中７１６名、丸岡中７０１名、坂井中

４４１名、丸岡南中３９０名であります。 

芦原中の改築完了予定時、平成２３年には芦原中は３４８名、金津中は４１８名と

推定をされております。そして今から１０年後、平成２９年には芦原中２６０名、金

津中４１８名と推定をされているわけであります。 

まず、今、私が申し上げました、この数字が正しいかといいますか、そういった見

通しかどうかを教育部長からちょっとお願いをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育部長、平田幸一君。 

○教育部長（平田幸一君） 金津中学校の将来の生徒数ということで、今現在の芦原中

学校３９６、また金津中学校５４４、その後の１０年後、平成２９年につきましては、



 

 49 

芦原中学校が２５６、金津中学校におきましては４３９と、その後のまた１０年とい

う形で、推計等々を見て出してるわけでございますけども、今、東川議員申しました

とおり、大体のその後の推計につきましても、大体そういう数字ということで、私と

しても認識して将来の少子化ということを考えているところでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） ありがとうございます。そしてですね、先ほど来から金津中

の耐震の限界というような言葉も使わさせていただいておりますけれども、これが一

般的に考えられている２０年と考えればですね、これ先の国調のデータを受けての総

務省の人口推計から想定をしますところ、平成４２年ですね、には市の人口は２３，

１２３人、そして、小中学生の数は現在の生徒数の５４．１％と予測をされておりま

す。 

これを中学生徒数に置き換えますと、約５２０名となるわけであります。しかしな

がら両中学の減少率等を考え合わすと、いろんな想定の仕方があろうかと思いますけ

ども、芦原中は約２０５名、金津中は３１５名と推計がされるわけであります。 

この推計がですね、あくまで推計ですので、本当に正しいかとは誰も言い切れない

わけでありますけれども、間違いなくこのように少子化が進むわけであります。 

また、一方、クラブの部活を考えますと、現在、男女合わせて芦原中学校は１４、

金津中学校は２３であります。この両中をですね、比較しても明らかに生徒数の少な

い芦原中の生徒の選択肢は少ないわけであります。 

ちなみに県内の生徒数２５０ないし３００人ぐらいの中学で見ると、松岡中学校は

１２、勝山南部中は１２、朝日中は１３であります。このことからも明らかなように、

確実に部活が減るわけであります。しかし、ある程度、その生徒の要望、そういった

ものを考え、その数を維持して行こうとするならば、間違いなく教師の負担が増える

わけであります。 

教育はただ塾みたいに、勉強だけを教えればいいというようなものではないと考え

ます。生徒数が減るということは、クラス替えも限られることにより、その人間関係、

友達関係を固定されるわけであります。そのことが返って、あってはいけない、いじ

めといったことも陰湿化し、潜在化する恐れも高いわけであります。そしてあらゆる

可能性のある子供達の選択肢が狭められるわけであります。 

子供の教育や成長過程において、幼児期、小学生、中学生時期といった、やはりそ

の年代年代において、一定の規模といったことは絶対度外視すべきではありません。

その点、教育委員会としてどのように考えているのかお答えを願います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 今ほど、議員のご指摘につきましては、将来考えられること

だと私自身も思っております。 
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部活動につきましては、生徒数が減れば、当然、教員数も減ってまいります。その

ようなことを今後、学校の中だけで抱えるのではなく、地域のお力をお借りして、子

供達の活躍の場を広げていきたい。 

今現在、よその地区で行われております地域スポーツクラブというようなものの発

想が、当あわら市にも将来的にはおこってくるものと思っております。 

また、クラス替え、いじめ等という問題もあるかと思いますが、１学級の生徒数を

減らしていくことによって、先生方の目を行き届かせるというようなことも考えられ

ます。 

また、ご指摘のとおり、将来的に２００名や２５０名の生徒数になったとしても、

充分学校として子供達の活動をサポートしていけると私自身思っております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） これまでの答弁を聞いておりまして、やはり確かにいろんな

観点から議論をされて、そういった意見書が出されたのかなと、このように思うわけ

ですけれども、やはりこう聞いていまして、委員会としてですね、本当に白紙の状態

で議論がされたというよりも、あくまで市長の方針があっての、それを受けての結論

ではなかったのかなというような心象を拭いきれないものであると断ぜざるを得な

いものであります。 

そこでこのことは置きまして、この市長が２校にこれまで転換した大きな要因のひ

とつに中高一貫教育、つまり現在の連携型から併設型への実現の見通しが立たないと

判断したというようなことを市長は挙げられております。 

このことは３年前の導入時から、議会でも様々な意見が出されておりましたが、や

はり導入する以上は最終的には併設型が最善であり、県に対して強く要望をし続けて

いくとの理事者、議会の一致した考えで、スタートをされたわけであります。そして

これまで、市の要望事項として県に提出、要請されていたわけでありますけれども、

市長は先の教育厚生常任委員会協議会におきまして、議員の質問に答える形で、２校

を存続するわけだから、本年からはもう要望もしないと、そういう口調で断言をされ

ておりますが、その考えに今でも考えに変わりはございませんか、市長お尋ねをいた

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先に行なわれた、教育厚生常任委員会の協議会でしたか、その

場でそのように申し上げました。 

ただし、今、東川議員は２校を存続させるわけだから、併設型は要望しないという

ように言われましたけれども、そうではなくてですね、当初から併設型の可能性は無

かったというように判断をいたしております。 

それはちょっとニュアンス的に違いますので、お願い致します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 私はそのように、私が言ったとおり委員会での発言があった

のではないかなと、これは会議録を見ていただければわかることですけれども、市長

はそういった考え、相手方がそういった思いがないと、最初からといった考えでござ

います。 

教育委員会としてですね、教育長、この中高一貫のあり方については議論がされた

のかどうかお尋ねをします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 教育委員会として、大きく議論はしておりません、と申しま

すのは、私が就任後、県の教育委員会をお伺いをして、今後の県の考え方等をお伺い

して確認をしております。 

また、それらについて県の考えを教育委員にご報告をさせていただいているところ

でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 今ほど、教育委員会でも議論がされてないというようなこと

であります。 

これはですね、３年前に導入時点からですね、これは県という相手のあることです。

県が現在の制度を見直す方針を出すにもですね、現在、スタートしている制度での、

検証、結果といったものが当然必要なことで、これは最短でも６年以上、現在のその

制度に乗っ取って、スタートしている学生が、高校卒業して、その進路を見定めると

いいますか、そういった意味でも最短でも６年が係るわけであります。これは誰が考

えても明らかなことであります。 

市としてですね、最善であろうと考えたことを、その実現の為、努力を続けていく

ことは当たり前のことではないでしょうか。議会や教育委員会でも充分な議論もせず

に、ご自身の思いだけで断言するなど、議会軽視もはなはだしく、もってのほかであ

ります。 

その点、市長、いかがでしょうか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） この中高一貫教育のあり方ですね、問題については、度々この

本会議でも議論になってまして、お答えをしております。 

ちょっと６月議会の繰り返しになるかもしれませんけれども、ここははっきりしな

ければいけないと思いますので申し上げます。 

まずですね、中高一貫教育の導入の時には、当時の議会はこの制度の導入に賛成し

ている議員はほとんどいなかったと思います。しかしながら、この件については議会

に議決権がありませんでした。従って、この中高一貫教育を導入する場合の、する際



 

 52 

の実践検討会というのが開かれました。 

この中で議論が進んでいったんですけども、その途中にですね、当時の教育長から、

今の福井型の中高一貫教育を導入したところは、非常に早い時期に併設型へ移行させ

る意図が、県の教育長はもっておられるという話がでました。実はこれが非常に結果

を招いたと、今でも私は思っております。 

当時の教育長からそのようなお話を私伺いまして、あるならば、ひょっとすると金

津高校に併設をされた県立の中学校ができる可能性があると、そうであるならば市内

にひとつの中学校が増えるわけですから、これは今後の芦原中学校の改築とリンクし

て考えざるを得ないと議論が進んでいったと思います。 

当時の旧芦原町の議員さんに集っていただいて、話し合いをした結果ですね、全員

ではなかったように記憶しておりますけれども、多くの議員がそういう事がもし実現

するというのであれば、これは中学校統合も致し方ないのではないかというような、

大方の結論が得られたように記憶をしております。 

その時に私は、当時の市長さんと教育長さんとお約束をいたしまして、間違いなく

併設型に向かって努力をしていただけるのですねという約束をいたしました。当然、

教育委員会も理事者も、そして議会も一緒になってそういう努力をするという約束を

していただけるのであれば、その旨を同僚の議員に話をして、相談をしますというよ

うに話をしたわけです。 

その結果、先ほど申し上げたように、そうであるのならば統合も致し方ないかなと

いうように考え方が変ってきたと思います。 

ところがですね、その中高一貫教育が導入された以降、この問題について一切の発

言が無くなりました、当時の理事者から。平成１７年の９月の議会だったと記憶して

おりますけれども、委員の中から、今、学校建設問題について結論を出さなければな

らない時期が近づいているけれども、例の併設型の話はどうなっているのかという質

問が出されたときに、当時の市長さんが、１、２年後に話を表に出しますというよう

に答弁をされました。 

ところがその３ヶ月後の平成１７年の１２月の議会、これは統合を意思表示された

議会でした。この時に全く同じ質問が出たわけです。これに対して当時の市長さんは、

６、７年後に話を表に出すと言われました。３ヶ月の間に１年後と言われたのが、６、

７年後に伸びたわけです。私はその時に、これはどうもおかしいというように感じ始

めました。 

いろいろな有識者ともご相談をしたところが、併設型というのは実際はそれはあり

えないよと、極めて可能性は低いものだというような指摘を受けていましたけれども、

当時の市長も教育長も約束していただいておりましたので、私もそう簡単なものでは

ないだろうと思っておりましたけれども、どうも状況を考えると可能性は極めて低い

ということが感じられました。 

芦原中学校の建て替え、極めて大事なことを判断するときにですね、極めてあやふ

やな併設型の導入ということを前提にして決断をしたら、これは大変な失敗するとい
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うように私も考え方が変りまして、その平成１７年の１２月の議会以降、１８年の頭

にかけまして、私の考え方は一旦、統合止む無しとなったものを、再度、２校存続と

いうように、私自信の考え方を変えた経緯があります。 

その後、この問題が非常に議論されるようになりました。昨年の６月の議会に統合

が事実上決定されたわけですけれども、その前の５月の全員協議会の場に、当時の県

の教育長が突然出席をされました。 

ある時に、今後のあわら市の中高一貫教育のあり方についてお話がありましたけれ

ども、併設型という言葉は一切でないまま帰られました。当時の県の教育長が退席を

された後にですね、東川議員はそこで次のような発言をされたと私は記憶しておりま

す。｢今日の西藤教育長の発言には、大いなる期待をしていたけれども、不確定なこ

となので発言が無かったと思う。｣という発言をされたと思います。 

その時の東川議員の大いなる期待というのは、併設型の話を出していただけること

だというように思っていたのではないかと思います。 

はっきり申し上げますが、今までの経緯を振りかえってみますと、私は併設型を導

入するということについてですね、騙されたとは思っていませんし、思いたくもあり

ませんけれども、結果的にはこのことによって、かなり振り回されてしまったと思っ

ております。 

もっと直接な言い方をすれば、中高一貫教育の併設型導入ということが、道具とし

て使われてきた。学校建設についての一定の方向性を出すための道具として使われて

きてしまったという、非常の残念な結果であったと私は考えております。 

今ほど申し上げました、５月の全員協議会が終った後に、私は当時、教育厚生常任

委員会の委員長をしておりましたので、当時、副委員長をされていた牧田議員と共に、

県の教育委員会をお伺いしまして、西藤教育長とお話をさせていただきました時に、

今後の中高一貫教育の制度はどのように考えておられるのかというようにお尋ねを

いたしました所が、今、国はいろんな教育改革をやっているけれども、福井県として

は急激な改革をしたいとは思わない。なぜならば、子供達はモルモットではないから

と言われました。そして続いてですね、今後の福井県の中高一貫教育については、限

りなく併設型に近い連携型ですねと言われました。つまり併設型にはもっていかない

よという意味であります。 

このことは今始めて申し上げるのではなくて、度々私は議会のとき、議員の当時か

ら申し上げてきております。その後も、私が市長になりましてから、新しく教育長も

できまして、教育長も県の方に何度か行って、その辺の経緯を確かめてきていただい

ていたようです。 

その結果、県としては併設型についての考え方は、ほとんど無いということが明ら

かになってまいりましたので、これ以上ですね、県に対して併設型を望むことは返っ

て県の方から、あわら市はいったい何を考えているのかというように見られかねない

という判断もありまして、今年度から、県への対しての要望事項の中に、併設型は入

れないようにしたという経緯があります。 
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ちょっと長くなりましたけれども、非常に大事なことですので、ちょっと詳細に渡

って申し上げさせていただきました。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 今、市長からいろいろ経緯、当然、ご自身も当時から深く係

わっておられたということで、細かく経緯が、話がありました。 

しかしですね、これは今言うように、誰が言ったとか、こう言ったとか、そういっ

た表に見えない話であります。しかしながら、どういう形にしろ、現在スタートをし

ているわけです。その中で子供達に何がいいかということで、やはりその検討会であ

ろうと、議会であろうと、導入する際は併設型が、やはり子供達にとってベターであ

ろうと、ベストであると、ベストというよりベターですね、今よりはベターというよ

うな結論から導入がスタートしたわけであります。 

そういった経緯を踏まえてですね、当然、今ほど話があったように、県という相手

があることとです。やはりスタートして２年や３年の間にそういった判断をされる事

自体が、私は子供を道具に使ってしまってるんではないかなと感じるわけでございま

す。 

本当にこの点は大変、今後のこととしても重要なことかと思いますので、そう一方

的に教育委員会でも議論がされてないようですし、議会でも充分にそのことについて

は議論がされておりません、今後、充分議会も教育委員会も議論をしていくべき課題

であると、このように申し添えさせていただきたいと思います。 

そこでですね、３番目の２校存続のための財源試算についてお尋ねをします。 

市長は財源比較として、芦原中学校を２５億、金津中学校を１６億４，６００万と

建設費を明示し、去年の試算表と比較をして、市の一般財源が７億４，６００万も安

くなると、ことさらこの点を強調し、記者会見もし、これが正しい情報として市民に

訴えられております。 

本当にこれが正しい情報でありですね、比較であると本当に思っているのか。元々

昨年の数字の根拠はですね、芦原中学校の実際存在した設計額、３０億だけが正しい

数字であります。後の金額はですね、後の金額は単に生徒数、規模でスケールアップ

した仮の数字であったことは誰しもがわかっていることではないでしょうか。 

ならば、今回の基礎となる芦原中学校を２５億としたならば、当然、その前提での

試算比較で持って公表されるべきであります。何か作為的にやっているとしか思えま

せんが、この点いかがでしょうか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今ほど東川議員の方から、はっきりしている数字というのは芦

原中学校の３０億円、これは設計が済んでいるからというお話しでした、その通りだ

ったと思います。 

去年までですね、使われていた財源比較表によればですね、金津中学校を改築、建
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て替えた場合４０億という数字がありました。もうひとつ統合中学校は５０億、５５

億ですか、５５億という数字がありました。 

その数字を持ってですね、去年の２月の末だったと思います、その数字が発表され

たのは、それ以降、去年の６月の議会で決定されるまでの３ヶ月間、この数字が市民

に対して周知徹底されて、統合中学校でなければだめなんだというように周知徹底さ

れてきたわけです、その数字です。 

東川議員も統合に賛成されるという立場からですね、この数字をもって皆さんに主

張されてきたんではなかったでしょうか。私は当時から芦原中学校の３０億円という

数字は確定的な数字だけれども、金津中学校の改築費４０億円というのは、単に子供

の数で割ってですね、３０億を子供の数で割って、その金津中学校の子供の数で掛け

算しているだけの数字である。あるいは統合中学校の５５億円というのは、芦原中学

校の３０億円に１．８倍した数字でしか過ぎない。１．８という数字は何の根拠も持

っていないといって私達は批判をしてまいりました。 

当時、東川議員はその数字をもって統合を主張されていたんではなかったかと思い

ます。ところが今のご発言をお聞きしますと、この４０億も５５億も根拠が無いもの

だと、従ってそれを持ってですね、比較の対象にするのはおかしいというように主張

されたと思いますけれども、私はその方がおかしいのではないかと思います。 

それと私はこの４０億という数字についても、５５億円という数字についても私は

何ら責任は持てません。これは私が発表したものではありません。従ってこの数字を

弄くることを私はできません。更に申し上げれば、私は統合中学校を建てるつもりは

全くありませんから、統合中学校の数字を設計するつもりも全くございません。以上

です。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 東川継央君。 

○２０番（東川継央君） あのですね、私もそれを根拠に言ってたのでないかというよ

うな話しですけど、私はあくまで仮の数字ということで、判断材料は将来的にも含め

て２校を建てるよりは、１校が安いという意味での単なる判断でございます。その点

は申し添えておきます。 

いずれの試算もですね、交付税算入を踏まえての、後年度負担との考えに基づくわ

けであります。私は常々、この交付税措置ということの結果としての信頼性について

は、非常に疑問を持っておりますし、懐疑的に考えているわけでございます。 

そのことに頼りすぎる財政計画、また財政運営は全国の自治体の今日の財政の状況、

現状を見れば、これは一目瞭然でございます。ですから、そういったものに非常に頼

ることは危険であるなと、このように考えているところであります。ですがこのこと

は、今言わずにですね、それを前提に話をしてまいります。 

市長は統合をする気がないと、そんな数字はどうのこうのと言われましたが、実際

に市がそういった７億いくらの数字を出して言ったわけです。ですから私が言います

ように、この２５億を基礎にいろいろと試算をしてみました。ですと、同じような条



 

 56 

件でスケールアップをします。統合中学校を算出すると４７億であります。そうする

と統合中学に係る所要一般財源の額は１８億５千万、２校案の数字と比較すると、こ

れはですね２億３，３００万になるわけでございます。 

当然、１校改築し、１校を改修する方が安くなるわけでございます。しかしながら

ですね、この運営管理費、これは年間２校の方が１校より３千万高くなるというよう

な試算もあります。 

そういうことを踏まえると、先ほど来、２０年という言葉を使っておりますけれど

も、それまで２校を維持すると仮定すると、その分も比較するとですね、逆に３億６，

７００万統合の方が安くなるわけであります。 

仮にですね、今、記者会見でもいろいろと話があって、同時に改築したらどうだと

いう話もありました。そうしますと、２校とも合併特例債を同時に使用して建設する

ということ、それも根拠が無いといいますけれども、芦原中を２５億とするならば、

金津中を３７億と仮定します。そうすれば、所要一般財源で見るとですね、２億２，

３００万、そのように統合の方が安くなります。 

それで建設時に考えますとですね、建設時で一般財源２億２，８００万、後々の所

要額で考えても約４億５，６００万、これだけの負担で２校が同時に改築できるわけ

です。 

その点、市長、いかがですか、それだけの財政負担で済むわけですけれども。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） まずランニングコストの件ですけれども、確かに二つの中学校

を維持するよりは、ひとつの中学校を維持した方がランニングコストはかからない、

これは当然だろうと思います。 

ただですね、現在が金津と芦原と二つの中学校があるわけです。ですからランニン

グコストというのはこのままずっと続いていくということだろうと思います。それを

ですね、あえて、もし二つがひとつだったらランニングコストが半分で済むのではな

いかというような議論はですね、現在、市内に１０校ある小学校を５校にしたら、ラ

ンニングコストが半分になるのではないかという議論に、私は等しいと思っておりま

す。 

何故にそこまでのランニングコストをですね、捉えてまでも中学校統合しなければ

ならない理由になるのかといえば、私はならないと判断をいたしております。 

それから、今ほどちょっと数字が小さいので見えなくかったんで申し訳ないんです

けども、統合中学校も例えば３０億を２５億としたのと同じように、統合中学校の建

設費も安く、金額を縮めたらですね、安くなるというお話ですけれども、これはです

ね、従来統合中学校は５５億円で建てたほうが安くなるんだよと主張されていたわけ

ですから、私はそれに対して、選挙に出させていただいて、選挙公約として３０億を

２６億以下ででもやってでもですね、二つの中学校を残しますというように、私は公

約をして戦わせていただいたわけです。 
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それはあくまでも二つの中学校を残す為に、財政的なですね、不安感を払拭するた

めに私はそのように申し上げてきているわけなんです。だからご質問の趣旨とですね、

どうも噛み合わないような気がしてならないんですけども、以上です。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 考え方の違いなんであれですが、私が言いたいのは、やはり

正しい数字というように市が発表されたわけですから、それならば本当にいろんなケ

ースで公表されるべきではないかと、このように考えるわけでございます。 

そしてですね、先ほど来、金津中学校の将来のあり方を言われておりませんけれど

も、２０年後にもし建てるということになればですね、今回の１５億７千万。 

（ブザーが鳴る） 

すいません、終ります。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。再開は５０分から。 

（午前 10時 43 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

（午前 10時 51 分） 

 

◇笹原幸信君 

○議長（山川 豊君） 通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） ２番、笹原幸信、一般質問をさせていただきます。 

その前に、昨日、この前開場されました屋台村へ行ってまいりました。大変な人出

でございました。大野から団体さんがたくさんお出でいただきまして、私もようこそ

いらっしゃいましたと、ごあいさつもさせていただきました。 

外で列ができるほど、大盛況でございました。このまま続いて欲しいなと、そうい

うように思っております。 

それでは一般質問を始めます。中学校建設と財政計画ということについて質問をさ

せていただきます。 

１０月１９日に全員協議会において新財政計画が提示をされましたが、私はその席

上、バラ色の財政計画と市長に申し上げました。それは予想だにもしなかった財政計

画であったためであります。 

他自治体では大変な財政難であり、事業を優先度の高いものに絞って実施計画を策

定しているのでありますが、わが市はといえば新幹線に２８億４千万円追加して７３

億４千万円、芦原中改築に２５億円、金津中大規模改修に１６億４千万円、給食セン

ター、嶺北金津消防署建て替え、湯の町駅前遊休地整備、その他数多くの巨額の財政
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支出を伴う事業がふんだんに盛り込まれており、今までの大型事業を控えてきた緊縮

型に比べる大変な積極的というかばら撒き型であります。 

その事業を遂行するために合併特例債の発行を２８億円上乗せし、限度いっぱいの

９４億円まで借入れをし、さらに普通債の借入れも１９億円追加するという、借金に

借金を重ねる計画になっています。合併特例債は確かに有利な起債ではありますが、

３割は自己負担であり、所詮借金に変わりはないのであります。身の丈を考えて慎重

に活用しなければならないと思っております。 

先ほど発表された福井県の平成１８年度末までの特例債の建設事業枠は４．７％し

か執行されておらず、殆ど使われていないのが実態であります。県市町村課は「厳し

い財政状況を受け、起債に慎重になっているのではないか」とのことですが、このこ

とに対しどのように考えられるか。 

合併から平成３０年までに、総額で２１６億円も借金をする計画になっていますが、

一般会計ですでに１３３億円の借金があり、またなぜか長期財政計画には出てきてお

りませんが、特別会計で１５３億円もの借金があります。その他に債務負担行為の２

０億円を加えると、合計３０６億円の借金が現実にあることを忘れないで頂きたいの

であります。 

このことが市民一人当たり１００万円の借金を抱えていると言われているゆえん

であります。この分に今後借入れをする分が上乗せされて一人当たり１５０万円の借

金を抱えるようになります。 

これだけの大型事業が実施されれば、それに対する起債をして、返済できるだけの

収入が確保出来なければなりませんが、本当に返済できるのでしょうか。返済資金の

確保ができないからこそ、この返済の原資として新しい税金である都市計画税の導入、

そして公共料金の値上げが予定されているのではないのでしょうか。 

値上げの内容を計算しますと、今後１０年間で都市計画税で１３億円の増税、保育

料で２億１千万円の値上げ、ゴミ袋で５億４千６００万円の値上げが見込まれており、

合計１０年間で２０億５,６００万円という膨大な値上げが予定されています。 

平成２１年から２５年にかけて起債がピークになるわけですが、起債の返済完了は

２５年後つまり平成４６年から５０年にやっと完了するわけです。 

今年生まれた子が３１歳になるまで返済負担がかかってまいります。返済に２５年

の年月がかかるということで増税分を２５年間でみますと、合計５６億２千万円とい

う想像もつかない金額になり、これが全て市民の皆さんに負担増として跳ね返ってく

るわけです。これだけの値上げをすれば予定したものは何でも出来るのでしょう。 

この値上げに対しては市民の理解を得られると思っておられると思っておられる

のでしょうか。 

一方歳入見込みでも法人税収において、平成１６、１７年度では４億４千万円前後

であったものが、平成１８年度は景気が上向いた為６億２千万円となりましたが、長

期財政計画においては１８年度の最高の数字をとらえて法人税収予定を作り上げて

います。景気は変動するものであり、私は３ヵ年の平均で予測するのが妥当ではない
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のかと思いますがいかがでしょうか。 

平均値で予測すれば年間５億円の法人税収となります。１億２千万円多く見積もっ

ているため１０年間で１２億円水増ししていると思われます。いってみれば絵に書い

た餅ではないかと思います。 

また芦原中学校建替費３０億円を選挙中には２６億円で建てると言われ、そこから

さらに１億円を減額し、それに対し統合中学校は５５億円のところ５５億５，５００

万円と増額して、所要一般財源の比較をしていますが、芦原中を１６．６％スケール

ダウンしているのであれば、当然統合中もスケールダウンして計算しなければならい

のではないでしょうか。金額等につきましては、ただ今東川議員が申し上げたため再

度申し上げませんが、片手落ちであると私は思います。 

金津中を１６億円かけて耐震大規模改修をして、１５年から２０年後には建て替え

なければならないと思いますが、この費用が計算されておらず、この費用を見込むと

２１億円ぐらい高くなると試算しております。しかしながら必ず金津中を建て替える

という保障が一切担保されておりません。 

今小学校７校の耐震補強工事が実施をされますが、２０年後位には小学校の建て替

えと金津中学校の建て替えが同じ時期になる可能性が大きく、財政的な見地と少子化

が一段と進むことなどにより、金津中学校の建て替えは絶望的と思われますがいかが

でしょうか。 

下水道の繰り出し金８５億円を減額し、補助費に切り替えていますが７５億円しか

計上されておらず１０億円少なくなっている点についても疑問があります。財政調整

基金が、多くの事業を実施するために平成２３年には残高が無くなるが、平成３０年

までに１３億円も積むことが出来るとなっていますが、そうなったなら奇跡であると

私は思いますし、もし積むことが出来るのであれば、それは市民の負担増によってな

されたものであると断定できます。 

財政計画を作成するに当たっては歳入歳出を上限でみるか、下限で見るかで大きく

変ってきます。作成方針でプラスにもなればマイナスにもなります、思いどおりに作

れるということです。１０年先、１５年先には必ず目に見える結果が出てまいります。

その時にしまったとならない財政運営をぜひお願いしたいものです。 

冒頭、バラ色と申し上げましたが、とてもそのようなものではなく市民に大きな負

担を求める財政計画でありました。 

最後に、先ほど篠崎議員が芦原中学校を山の下へ降ろせないかと質問をいたしまし

たが、的確な回答を得られませんでした。 

私は５月初旬に市長とお話をした際に、現在の山の上にある、市民の目から見えな

い隔離された場所から、常に市民の視界の中にある平地に学校を移転できないか、そ

れであれば私も考えさせていただきますと、そして一刻も早く中学校を建てて頂きた

いと申し上げましたが返事がいただけませんでした。 

先程の篠﨑議員に対するお答いただきましたが、やはり考えは変らないのでしょう

か。 
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以上、質問を終ります。 

｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えをいたします。 

合併特例債は議員もご承知のとおり、充当率９５％、元利償還金の７０％が交付税

算入されるという、財政的には大変有利な起債でありますが、赤字地方債ではありま

せんので、地方債を起こすには適債事業を実施することが前提条件となってまいりま

す。つまり、合併特例債をどれだけ発行するかを問題にするのではなく、どのような

事業を実施していくのかを議論すべきであると考えております。 

その上で、実施すべき事業であると判断したのなら、交付税算入のない、若しくは

算入率の低い地方債を活用するより、財政的に有利な合併特例債を活用すべきである

ことは言うまでもありません。 

このような考えに基づき、今後予想される事業の必要性を勘案し、合併特例債を活

用してでも実施すべきと判断したため、財政計画に盛り込んだ次第でありますので、

ご理解を賜りますようにお願いいたします。 

また、県内合併市町の建設事業にかかる合併特例債の執行率でありますが、先の新

聞報道のとおり４．７％という執行率にとどまっております。 

これらの要因としては、厳しい財政状況もありますが、県内の合併のほとんどが１

７年度に行われたものであり、今後本格的な建設事業に着手するに従い、執行率も上

昇するものと考えております。 

２点目の市民負担増に関してのご質問でございますが、昨年の６月議会において新

市建設計画の変更の議決をいただいております。これに附随して財政計画も変更して

いる訳でありますが、議員ご指摘の保育料及びごみ袋料金の改定、都市計画税の導入

は、当該財政計画、すなわち昨年議会が議決をされた財政計画に既に盛り込まれてお

りました。笹原議員もこの議案に賛成された記憶いたしております。 

私は今回の見直しの中で、歳入については昨年の財政計画に盛り込まれている住民

負担を上回らないようにすると申し上げてまいりました。このため、今回の財政計画

においても、昨年と同額の保育料等の改定を見込んだものであります。 

しかしながら、市民の負担を最小限に抑えることは、市政を預かる者の責務と考え

ておりますので、公共料金等の改定に際しては、議会の皆様とも十分協議をすること

はもちろんでありますが、行財政改革による歳入歳出の見直しに努め、市民の皆様の

負担が最小限になるよう努力していく所存でありますので、ご理解を賜りますようお

願いいたします。 

３点目の法人税収の予測に関してのご質問でございますが、議員ご指摘のとおり、

昨年の財政計画は平成１７年度決算見込額を基礎としており、本年度の財政計画は平

成１８年度決算額を基礎としているため、自ずと将来の推計額は違って参ります。 

どの時点を基礎にするかに関しては「これが正解だ」という答えはないため、直近

の決算額を基礎に推計するのが一般的だと考えております。 
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ただ、今回、財政計画を作成するにあたっては、法人税割に係る平成１７年度決算

額と平成１８年度決算額との乖離があまりにも大きかったため、昨年度は５％で推計

した次年度以降の伸び率を１％に抑えることにより若干の調整を行っております。 

また、法人税割の額が推計方法の違いにより仮に１億２千万円多く見積もっている

としても、普通交付税の推計で当該金額の７５％にあたる９千万円を減額しておりま

すので、歳入全体に与える影響は差額の３千万円であり、財政計画上はそれほど大き

な値ではないと思われますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

４点目の「財源試算において、統合中学校の建設費もスケールダウンするべきでは

ないか。」というご指摘でございますが、先程も東川議員のご質問にもお答えいたし

ましたとおり、今回の試算については、２校存続のために必要とする両中学校の事業

費を試算したものであり、あえて、新たに統合中学校の試算を必要とするものではな

いと考えております。 

従いまして、今回の財政計画では、芦原中学校を２５億円で改築、金津中学校を１

６億４,６００万円で整備することにより、２校存続が可能であるとの趣旨でござい

ますので、ご理解をお願いいたします。 

５点目の将来の金津中学校の改築についてのご質問でございますが、金津中学校は、

耐震補強工事に伴い相当の期間、耐用年数を延ばすことができると考えております。 

さらに、１０億円以上の巨費を投じて、多様な学習に対応できる教育環境整備を行

なうこととしております。 

従って、金津中学校は、改築された芦原中学校に匹敵する中学校となると考えてお

り、現段階で次の改築を想定するまでには至らないと判断していますのでご理解をお

願いいたします。 

最後に、「芦原中学校を平地に降ろす計画はないか。」とのご質問につきましては、

先程も篠崎議員に答弁させていただいたとおり、仮に新たに土地を求めることになる

と、かなりの用地取得費を要するとともに、場所の選定や用地交渉に時間を費やすこ

ととなります。その結果、芦原中学校の改築が遅れることになります。 

私は、現在の芦原中学校の敷地は、面積も十分確保された上に、地盤も大変良く、

更に、武道館や観光会館も隣接しており、教育環境も優れた場所と考えております。 

一刻も早く芦原中学校が改築できますよう、議員各位のご理解をお願いする次第で

ございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） それではまず、合併特例債についてお伺いをしたいと思います。 

６日の新聞に越前市の話しが出ておりました。同市内の企業業績が大変好調である

ため、法人市民税を中心に、市税収入が過去最高と見込まれているということでござ

いました。 

この中で市民税を、法人市民税を６億１千万円増額補正して、その上で地方交付税

減額が続くため、この成果を後年度に活用するため、基金の取り崩しをまず減額をす
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ると。それから庁舎建設が今、先延ばしになっております。庁舎建設の積立を増額す

るという、堅実な財政運営をするということでしたが、我市に於いては合併特例債は

使えるだけ使って、それでも足りなければ普通債まで発行して、大型の事業を遂行し

ようとしてます。 

思い返せば、旧芦原町でも冒頭の財源をあてにして、財政計画を建てたが、予定し

た金が入ってこないとか、そういう想定外のことが現実に起こったことがあることも

考慮していただきたいと思います。 

税収のある市は確実に、確実な財政運営をして、税収の少ない我市は市民に負担を

求めて、多くの事業を進めていくのか。他市と比べてどう考えるのかをお答えをいた

だきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。まずですね、今回お示しをしている財政

計画の意味ですね、これについてちょっと誤解といいますか、持たれているのではな

いかなと思います。 

今回、財政計画をお示しをいたしましたのは、今回、提案いたしております新市建

設計画案がございますが、これに添付する必要があるために、組まなければならない

財政計画でございます。 

財政計画というのは、あくまでもこれは財政運営上の計画でございまして、この歳

入面も、あるいは歳出面もですね、言わば入りの部分も出の部分もお約束するもので

はありません。これはどの財政計画でも同じであろうと思います。 

今、バラ色であるとか、ばら撒き的だというようなご批判でございますけれども、

確かにそのように一見見えるかもしれません。前回の財政計画、去年ですね、去年の

財政計画と今年の財政計画を見ますとですね、大きな違いというのは金額そのものの

違いですね。かなり今回はたくさんの物を見積もっておりますので、その金額の大き

さが違う、この点が一番の違いかなと思っております。 

ただですね、去年の財政計画と今年の財政計画を見てみまして、私は本質的には違

いはないと思っているんです。なぜかといいますと、私の目から見れば、本来、去年

の財政計画に見込んでおくべき事業がですね、見込まれていなかったと。今回は見込

むべきものを全て見込んで計画を立てさせていただいたと。 

全て見込んだ場合にどのような財政運営が可能かといえば、このような方法しかな

いであろうというのが今回の財政計画でございます。 

例えば今ほど議員もご指摘ありましたけれども、例えば新幹線関連事業についてで

もですね、２８億円も前回と比べて多く見込んでいるというお話でした。実際その通

りです。しかしこれはですね、新幹線関連の事業はトータルで約７４、５億円になる

ということは、全ての議員がご存知だろうと思います。現在ある計画は、全て入れれ

ば７４、５億円になるわけです。前回の財政計画にはなぜか、その半分ぐらいしか見

込まれていませんでした。 
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私はやらなければならない事業ですから、これは全て表に出して財政運営の対象に

すべきだと、どうやってこの事業を回していくのかということを、財政計画の中で形

にしなければならないと思いがありましたので、今回、全てを出させていただいたわ

けです。 

これは新幹線関連の事業ばかりではなくて、すべての事業についてそのように考え

ております。本来ならば去年入れておかなければならなかったものが入っていません

でした、それを今回挙げたということを、まずご理解いただきたいと思います。 

本来、財政計画には細かい事業名は載せて降りませんので、全てを今申し上げるわ

けには行きませんけども、典型的なものをひとつだけご指摘させていただきたいと思

いますが、現在、ＪＲ芦原温泉駅の東口に東部土地区画整理組合から、１億５千万で

買収した地面がありまして、それを今、駐車場を建設しております。間もなく完成い

たします。 

もう仕事は仕上がるわけです、ところが例えばこの事業も去年の財政計画には見込

まれておりませんでした。私はこういう事はやっぱり、正しい情報ではないのではな

いのではないかと思っております。 

更にですね、もう一点例を上げれば、今度反対側の西口の方ですけれども、ＩＲ芦

原温泉駅の西口アクセス道路があります。東口のアクセス道路は、これはもっと先で

もいいかもしれませんけれども、西側のアクセス道路、これも実は昨年の財政計画に

は盛り込まれておりませんでした。 

そして今、東西の話をしましたけれども、西と東を結ぶ自由通路ですね。これがな

かったら東口と西口と往復できないんです。実はこの自由通路も昨年の財政計画には

盛り込まれておりませんでした。 

私はこういうものは、やはり全て財政計画の中に盛り込んでいかなければならない、

そしてそれを皆さんにお示しをする必要があるだろうという思いから、全てを盛り込

ませていただいたわけです。 

ぜひ誤解無きようにお願いしたいのは、それじゃそういう事業を全てここで約束す

るのかと言えばそうではありません。その時期に来た時に、議会とご相談をして、こ

の事業については、こうこうこういうようにやりたい、従ってこれぐらいの予算でや

りたいと思いますけども、いかがでしょうかということをご相談した上で、初めて予

算化をして、議会にお諮りをして、ご判断をいただくと。 

今回盛り込んでおります事業は全てそういうことであるので、そのままやるという

わけではありません。その辺はひとつご理解をいただきたいと思っております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 今の市長言われた、駅東の駐車場、それから駅西の取り付け道

路ですね。経済産業部長、これは予定されてたのではないですか、事業は、どうです

か、土木部長かな、土木部長。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 土木部長、絹谷忠典君君。 

○土木部長（絹谷忠典君） 西口アクセス道路につきましては、駅周辺整備事業といた

しまして、本年度から着工をいたしておりまして、その中で計画をされているわけで

ございます。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 土木部理事、田崎震太郎君。 

○土木部理事（田崎震太郎君） 今の議員のご質問にお答えいたします。 

前回の財政計画の中には、今言った、市長からもお話のありました自由通路、並び

に駐車場整備、並びにアクセス道路、これは見込んでおりませんでした。 

今回、これが追加というんですか、追加された理由としましては、北陸新幹線、こ

れが具体的にかなり進んで見えてまいりましたので、これに合わせて鉄道事業者、並

びに関係機関との事前協議など必要になってまいりますので、今回の行程上、どうし

ても必要だという判断をこちら側でしておりますので、計画を見直し、今回の中に計

上しております。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 今の東部の方ですけども、駐車場の整備、これについては産建

の委員会で承認をされて予算を執行せなあかんのですから、合併特例債とかそういう

計画でなしに、今もう実際にやっているということは、予算が認められてやってると

いうことなんでしょう。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ですから先ほど申し上げましたように、実際に仕事をする時は、

これは予算を交わして、議会の承認をいただいて執行する、これは当然でございます。 

財政計画には盛り込まれていなくてもですね、事業を実施する場合はあります。逆

にそれが前回の今の例だったと思います。逆に今回のようにいろんなものを盛り込み

ましたけども、その時期に来てですね、いろいろと議会との話し合い等々の中で、場

合によってはですね、これは止めなければならないという物も出てくるかもしれませ

ん。 

従って、財政計画というものは。これは拘束されるものではありませんので、その

ようにご理解いただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 公共料金等を値上げを１８年に議決されたと、そういう事を確

かに私は賛成したと、市長はそうおっしゃられました、確かに賛成しました。 



 

 65 

しかしながら、先ほど市長も言われたように、新市計画変更には必ず付き物なんで

すね、財政計画の変更というのは。それでは市長はこれを否決されましたね、そうで

しょう。市長、議員の時は否決されて、市長になったら上程されるわけですか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 昨年の新市建設計画、これは中学校を統合しようという計画で

したから、これは私は反対をいたしました。財政計画がどうであれ、私は反対でした。 

今回は、その後市長になりまして、財政計画、今度は組まなければならない立場に

なったわけであります。 

これは選挙期間中も申し上げてきたと思います。それから幾度も申し上げてきてた

と思いますけども、前回の財政計画で盛り込まれているもろもろの公共料金等の値上

げ等につきましては、それ以上の負担にならないように、市民負担にならないように

努力をいたしますというように申し上げてまいりました。 

今回は昨年の財政計画をベースにして、それにいろんな事業を盛り込んできたわけ

ですけども、これをやるためには一応、歳入の面でもこういうものを見込まなければ

ならないだろうと考えております。 

ここでひとつ申し上げたいことは、今ほど笹原議員はバラ色だと言われましたけれ

ども、私自身、これはバラ色だとは思っておりません。なぜかといいますと、まず市

民負担増が見込まれているということがあります。それから、これはほとんど今、ハ

ード事業が主なんですけども、私としてはもっとやらなければならないソフト事業が

ありますので、本来はこれももっと見込みたいと思っております。 

更にもうひとつはですね、比較的大きな事業が網羅されておりますけれども、本来

ならば、より市民生活に密着した事業ですね、例えば門型側溝をやって欲しいという

ようなご要望もたくさんありますので、そういうように財源を本当はひねり出したい

と思っております。そういう意味においては、私はバラ色だとは思っておりません。 

実際、これを事業化していく段階にあたっては、これらの事業をなるべく圧縮しな

ければならないと思っております。圧縮する方法としてはいくつかあろうか思います。

ひとつは例えば、今の芦原中学校の建設のように、元々３０億で見積もってあるもの

を２５億まで圧縮するというような方法もあろうかと思います。 

もうひとつはですね、目一杯いろんな事業を見込んでありますけれども、例えば国

とか県の補助金をいただければですね、我々の実際の負担額は下がるわけです、我々

の所要一般財源は下がるわけですから、同じ金額の仕事をしてでもですね、他の機関

からの助成をいただくことによって、我々の負担が下がるということができようかと

思います。 

それともう一点は、これは全ての事業に言える事ですけれども、入札をしっかりや

るということです。これによって私は特に建設事業はかなり負担額が下がるのではな

いかなと見ております。 

実際、先だって行なわれました雲雀ヶ丘寮の増設工事につきましては、落札率が７
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２．２％でした。今回、初めて導入いたしました一般競争入札、あるいは入札そのも

のもですね、金津郵便局止めというような形で、一発勝負の入札をいたしました。そ

の効果が出たのかなと思っております。 

これから全ての事業につきまして、７２％のような落札率で行けるかどうか、これ

はわかりませんけれども、こういう努力をすることによって、かなり事業費の圧縮も

できるのではないかと思っております。 

このような努力をすることによってですね、先ほど申し上げた様に、何とか圧縮を

し、財源をひねり出すことによって、できれば公共料金の値上げ等につきましては、

回避できるものならば、回避したいと思っております。あるいは元々見込んでいた金

額よりは圧縮をした値下げをする、あるいは先延ばしをすると、こんなことをですね、

努力をしなければならないと思っております。 

また、その中からソフト事業だとか、あるいはより市民生活に密着した事業のため

の財源をひねり出す、こういう努力をしてまいりたいと思っておりますし、これはぜ

ひ議会のご協力もいただかなければ、中々かなわない事でありますので、そのような

ご協力もお願いしたいと思っているところでございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 先ほど市長、バラ色とおっしゃいました、確かに私は質問の冒

頭にはバラ色と言いましたが、質問の最後には、そういう事は言っておりません。 

冒頭、バラ色と申し上げましたが、とてもそのようなものではなく、市民に大きな

負担を求める財政計画でありますと、そういうように言っております。バラ色は否定

しております。 

また、２校だったから反対したと、市長はおっしゃられた。私は統合だったから賛

成したと、そういう事なんです。議決したでしょうと、市長は反対された、否決され

た、私らは統合に賛成やったから賛成した、それだけなんですって、同じなんですっ

て。 

議決した議決したっていわれますが、昨年、全協でですね、その財政計画の書類は

全協で配布されました。しかしながら、詳しい説明も無く回収されました。どうして

も前の市長が値上げをしたかったならばですね、書類を渡しますので、皆さん検討し

てくださいと、そういうように言うと思うんです。２５年間に５６億円もの増税を想

定していたなら、今同様ですね、あれもします、これもします、あれもしますと言っ

たと思うんですよ。 

今、橋本市長は当選するなり、値上げをしますと、そう言われました。万歳した時

点で市民に負担を求めますと、そういうように言ったわけです、ですから私も何回も

何回も言ってるわけなんです。 

負担を求める、しかし議会が承認しなければ中々認められない、そうなれば市長が

全部アドバルーンを上げたやつを一つひとつ降ろしていくのでしょうか、どうでしょ

うか。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 何度も申し上げますけれども、今度の財政計画ではですね、全

ての事業をやるべき事業は全て見込んでありますけれども、その事業が全てオープン

にはしておりません。だからあくまでも、これからやるべき事業につきましては、こ

れはオープンにしてはおりません。 

全てについて私はアドバルーンを上げているつもりはありません。もしアドバルー

ンを上げるのであれば、この事業もやります、あの事業もやりますという事を羅列す

ると思いますけれども、私はそれをしておりませんので、あくまでも今、見込まれる

財政需要を見た場合に、こういう財政の運用の仕方があるということをお示しをして

いるわけですので、その辺は誤解の無いようにお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 行ったり来たりになりますので、あれなんですけども、特にね、

私は今思ってるのは、議決した、それであれば今回が仕切り直しということです、値

上げに対しては。 

市民に対して大きな負担を求める事についてですね、先程も言いましたように、２

５年間で都市計画税で３２億５千万円、ゴミ袋で１７億１千万円、これが待ち構えて

いいるわけです。 

特に年金で暮らしておられるお年より、特に７５歳以上のお年寄りにつきましては、

後期高齢者医療制度の保険料が来年から係ってまいります。それに税金の負担も係っ

てくると。 

それから、選挙の公約に市長は、若い世代が住み、産み、育てたたくなるまちづく

りを進めると言われました。この中で、若い人が一番影響を受ける保育料をやっぱり

２５年間で６億６千万上げる予定にもなっています。公約違反ではないのかなと、そ

んな風にも思います。 

私は財政運営をしてみて、どうしても立ち行かんのであれば値上げも考えなあかん

なと、そういうように思う立場でものを言ってるわけでございます。 

それについてどうでしょうか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 全くそのとおりです、私も同感です、いろんな努力をやってみ

て、それでもだめなら、これは市民に負担のお願いもしなければならなくなるかもし

れません。その通りやるつもりでおります。 

そのためには先ほど来申し上げておりますように、いろんな事業負担をですね、下

げるような努力もやらなければならないと思っておりますし、今後、行財政改革に努

めて行かなければならないと思っております。 

そのためにぜひ、一緒になってやって行きたいと思っております。逆にですね、私
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の目から見れば、去年、本来見込むべきものを、見込んでいなかった財政計画の中で、

なぜ値上げが入っていたのかなというのが、逆に私は疑問なんです。 

特に今、ご指摘いただきましたように、私はこれから若い人達が住みたくなる、そ

して子供達が増えていくような、そんなまちづくりをしなければならないと思ってお

りますので、特に保育料の値上げという事についてはですね、何とか私は回避したい

と思っておりますし、その努力をするつもりでおります。ぜひ、一緒になってですね、

そのための努力をしていただきたいと思っております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） そういう考えがおありであればですね、増税を考えずに財政計

画を組むべきではなかったんでしょうか。 

それがおかしいんですよ、矛盾するんですって。値上げはしない、しかし計画は増

税だと、そしてこれだけの５６億円の増税をして、あれもやりますこれもやりますと

いう事で、計画にも出てますね。 

○議長（山川 豊君） 議場静粛にお願いをします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） まずですね、これはあくまでも財政計画ですから、度々申し上

げますけれども、これはなるべく安全地を取るというのが基本的に上げられると思い

ます。 

考えられる事業はすべてといいますかね、ほとんど上げましたし、その一つひとつ

の事業についても、かなり上のほうで見積もっております。 

例えば金津中学校の改修にしましても、元々約９億だったものを１６億と見積もっ

たように、かなり上の方で見積もりをしております。 

そういう物を見積もりますとですね、織り込みますと、やはり歳入の面では公共料

金の値上げも見込まざるを得ないと、それが実際のところでございます。 

何度も申し上げますけれども、かなり多く見積もっておりますので、これを下げる

という努力を、一緒になってやっていただきたいと、その事によって値上げの部分も

なるべく回避をする。 

こういうものをですね、予め計画として議会も理事者も一緒になって、腹の中に入

れておくということをですね、共通の情報を共有するということになろうかなと思っ

ておりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） それでは金津中学校について質問をいたします。 

まず改築についてですが、先程の答弁では金津中学校に対しては巨額の整備資金を

投じるために、改築された芦原中学校と同程度の中学校になると考えているので、次

の改築は想定していないと回答されました。 




